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まえがき 
 本事業の背景 

１）欧州の天然ガス代替として水素燃料の多様化 
欧州は風力発電を推進しても、寒冷地であり地域暖房、工業需要で、依然として天然ガ

スを必要とすると予測している。2050 年にエネルギーのリソースの 30－50％を天然ガス、

水素ガス、グリーンガスに依存するという予測がある。（出典：スコットランド国際開発庁

（SDI）） 
こうした予測の中、北海ガス田が枯渇していくため相対的に水素ガスが必要となる。 そ

れでも、重工業界に対し二酸化炭素削減、再生エネルギーへの転換を強く要求している。

その政策の一環として、将来的には二酸化炭素排出にペナルティ（炭素税）を掛ける方向

である。 
２）風力発電は市場競合における試練の時代に入る 
洋上風力発電は同じ時期に多くの事業が立ち上がる事から、将来は供給可能設備能力が

需要を上回ることが予想される。更に現在すでに電力販売価格（入札）が低下し始めてい

る。そして発電事業者は将来 25 年以上の発電市場リスクを負担することになる。 
投資決定時点では将来の電力価格を正確に予測できないことが発電事業者の大きなリスク

となっている。そこで、風力発電事業の付加価値を上げることができればリスク軽減に繋

がり、収益構造を改善できると考えられている。 
 

 解決策 

１）風力発電の余剰電力をグリーン水素製造に利用する事業構図が成立すれば事業全体の

収益性が向上する。 

２）洋上風力発電と洋上グリーン水素の事業の一体化 

また発電事業者は収入源を電力マーケットのみに依存することなくプロジェクトのリス

クを軽減でき, 結果として投資決定がし易くなる。グリーン水素は貯蔵が可能で、市場の

要求に合わせて出荷できる。既存の天然ガスパイプライン網が水素輸送用として再利用が

可能である。この場合陸上への水素輸送新規投資は不要となる。 

３）浮体式水素製造プラントの技術開発を急ぐ必要性 

欧州の洋上風力発電のポテンシャルは大きいが、日本も風力エネルギー資源国である。

自然エネルギー財団によると日本の洋上風力のポテンシャル（30km 以内）は７１５GW、内

浮体式風車は 473ＧＷと 3分の 2を占めている。更にＩＥＡによると日本の 20～300㎞の海

域のポテンシャルは 3,000ＧＷ超えるとのこと。欧州に続いて開発が見込まれる。 

グリーン水素生産は大量の電力が必要な為、風力発電事業が電力需要を賄い、余裕が出

来たころに遅れて発展すると予想される。 

世界の 2050年のカーボンニュートラルの目標達成には、大きなポテンシャルを持ったエ

ネルギーが太陽光発電と原子力発電である現状では、洋上風力発電の開発の必然がある。 
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今後の洋上風力発電はより沖合へ、水深がより深い海域へと開発が進む。着床式風車か

ら浮体式風車へ、個々の風車の大型化へ、且つ発電事業自体が大規模化へと向かう。その

ころに発電設備が電力需要を超えてくると、余剰電力によるカーボンフリーの水素生産が

計画されると SDI は予想している。 

2030 年以降には浮体式風車の大規模事業が計画されてくると、大量の電力を必要とする

水素生産設備は洋上風力発電の近くに設置し余剰電力による水素生産を事業とする予想さ

れる。その時には水深が深くても水素生産可能な浮体式水素製造プラント技術が確立され

ていなければならない。開発された技術は日本の洋上風力発電が発達したときに活用をす

ることができる。 

 

 スコットランドにおける風力発電からグリーン水素製造プラントの事業化調査を実施

するに至る経緯 

欧州に於いては、風力発電は発電事業として、産業として定着している。その中心地は

英国、スコットランド沖の北海である。北海は欧州でも風力発電のポテンシャルが高い海

域である。この度、海洋資源プラットフォーム（海洋 PF）傘下の海洋産業タスクフォース

（海洋 TF）に関与している SDIより、スコットランド沖の北海は風力発電のポテンシャル

が非常に大きいが、将来の洋上風力発電能力は電力需要を超える量になるため、余剰電力

を洋上で水素にすることについて J-DeEP 技術研究組合（J-DeEP）に協力の申し入れがあ

った。 

J-DeEP は、将来に於ける日本の近海やアジア地域への技術展開を目指した技術開発のた

め、SDI に支援いただけることを前提に、技術検討と事業化検討を行うことにした。 
スコットランドでは、陸に近い着床式洋上風力発電の電力を利用したグリーン水素の生

産を想定しているが、将来は沖合展開のシナリオを描いている。 

 

 スコットランドと浮体式水素製造プラントを協働して調査検討する意義 

日本は風力発電産業の欧州の先進技術を利用することで風力発電事業に応用できる。 

水素製造プラントでも各国は研究に着手している。基本の電解装置は日本も優れた技術が

あるので、それを活用して水素を大量生産するプラントで、世界をリードする。 

既に、先行して実験段階のものはあるが大型の浮体式水素製造プラントについて検討はさ

れていないことが分かった。 

前述したように、2030年以降に北海を中心に洋上浮体式風力発電が建設される見込みで

あり、その時にはウィンドファーム近くの洋上に浮体式水素製造プラントを設置すること

が想定される。そこで、この方式によるグリーン水素生産に事業性が有るかを検証してお

く必要がある。 

尚、日本では洋上風力発電は海岸近くの小規模ウィンドファームが中心であるが、洋上

風力発電のポテンシャルが高いので、段階的に沖に展開されてくる。しかし、海底地形が
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急峻であるため、浮体式風力発電に移行していくが 2040 年以降のことと予想される。 

そこで、技術開発をスコットランドと協働して行い技術の蓄積を行ったころで、日本の

ウィンドファームも大規模化し、浮体式水素製造プラントを受け入れる状況になったら投

入できるように準備しておくことが肝要である。これにより国産グリーン水素の大量生産

に貢献することができる。 

インド太平洋の各国も風力発電を国家産業として取り入れていくので、調査研究開発し

た技術でエネルギーインフラを支援していくことが期待できる。海外諸国に広く国際貢献

できるため、友好関係を構築することになり、安全保障にもつながる。 

以上の理由から、両国の再生可能エネルギーの活用として、洋上でのグリーン水素の生

産プラントの事業性について調査検討することにした。 

 

 調査研究の体制 

J-DeEP が中心となり、水素プラントの初期検討をＩＨＩプラント株式会社が、搭載する

浮体をジャパンマリンユナイテッド株式会社が担当し、海外協力者、国内協力者からの情

報収集を行う体制で取り組んだ。 
 

 

調査（FS)の中期スケジュール 

事業実施可能性調査は 3カ年計画で実施 

 初年度（２０２１年） 

 コンセプト固める。そのための調査、条件などから課題を抽出する。 

 2年度（２０２２年） （初年目の結果を見て再調整） 

 前年度の調査、条件などを更に深く調査して課題解決や構想を深化（試設計）させ

る。 

 3年度（２０２３年）（２年目の結果を見て再調整） 

 前年度に諸条件が煮詰まることで、標準設計の機器の仕様を詰めて設計を行う。 

 4年度以降（２０２４年～） （事業実施可能性調査の結果を見て再調整） 

2，3年でプロトタイプの装置で実証試験を行う。 
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第 1 章 洋上風力電力を基本とした再生可能電力及びグリーン水素の将来見通しを含む市

場調査 

  

本章では、浮体式水素製造プラントの事業性を検討する上で、必要な風力発電の現状と

電力、及び製品である水素の現状と価格、更に風力発電の仕組み、水素の生産と出荷（輸

送）について調査した。 

 

1.1 世界の風力発電の現状と見通し 

1.2  洋上風力発電の規模と見通し 

1.2.1 洋上風力発電の現状 

自然エネルギー財団によると先進国を中心に各国が風力発電の普及に注力した結果、

2020 年に 13,3GW の設備が稼働している。先行した欧州が最も実績が大きい。近年は中国

が急激に追い上げており、2020 年の国別の新設設備では中国が最大となった。他の地域で

は北アメリカが今後増加の見込み。 

 

図 1.2.1.1 洋上風力発電の世界の導入量（2010 年～2020 年） 

 

出典：自然エネルギー財団  世界風力得エネルギー会議（GWEC） 

URL：洋上風力発電に関する世界の動向（第 2 版） (renewable-ei.org) 
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1.2.2 洋上風力発電の拡大予測 

風力発電は風況条件の良いところに大型風車を設置することが発電量を大きくし、発電

設備費（円/ｋｗ）を抑えることができるため電力価格が下げられることが知られている。 

更に、風車が林立することは相互の風況に影響するので一定の距離をとる必要がある。風

車数が多いと必要面積も大きくなる。最近はブレードからの低周波振動が人体に悪影響を

及ぼす恐れがあると指摘もされている。 

そこで、洋上を設置場所として選択されるようになった。洋上に設置するメリットは障

害物が無いため風況が良いこと。広大な面積を確保できること。更に、陸上では風車部材

の輸送や組立に使用する運搬車、クレーンなどに制限があったが、洋上では船舶（バージ）

輸送と大型組立用作業船（SEP 船）や数千トン吊のフローティングクレーンなどが使用でき

るため、風車サイズが格段に大きく出来ることから発電能力単位当たりの建設費を大幅に

下げることができた。 

大水深の海上にも浮体式基礎の風車が開発されて益々風車の大型化を可能にしている。 

しかし、洋上では送電のインフラが無いため海底ケーブルを敷設したり、陸から遠い場合

は洋上に電力を集約し纏めて送電するための洋上変電所が必要となる。これらは発電事業

者自らが整備する必要がある。今では、実績が増えたことで技術的に確立し、低コストに

なってきたため、そのコストを負担してもメリットがある。よって用地等の問題が少ない

洋上に風力発電設備を建設することが今後の方向である。 

今後の洋上風力発電の見通しは IRENA によると 2030 年 228GW,2050 年 1,000GW と予

測されている。（図 1.2.2.1） 
 

図 1.2.2.1 洋上風力の導入予想 

 

 
出典：International Renewable Energy Agency（IRENA） 

URL:Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and 
socio-economic aspects (uwea.com.ua) 
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図 1.2.2.2  洋上風力発電設備予測  
 

 
 

出典：IRENA  FUTURE OF WIND 
URL：Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and 
socio-economic aspects (uwea.com.ua) 

 

1.2.3 洋上風力発電の事業の大規模化を支える技術の進歩 

世界で洋上風力発電設備の研究が行われているが、問題は風車の大型化と支える基礎で

ある。開発が先行する欧州の北海は遠浅でほとんどが着床式基礎を採用できる。 

着床式は目安として水深 50ｍより浅い海に設置されることが多い。着床式は基礎を直

接海底に構築することで安価にできるが、基礎工事を行う作業船特にＳＥＰ船の脚の届く

水深までになっている。浮体式は水深 50ｍより 200ｍ程度の深い海に設置するために開発

された。浮体式の設置水深の限界は風車を係留するアンカーの技術的限界、及びコストの

限界がある為である。更に陸からの距離が遠い場合が多くなり、ケーブル敷設と洋上変電

所の費用が増大こと、及び領海又は EEZ の境界の問題、大型船の航路、漁業への影響など

も制約となる。 
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1.2.4 地域別の洋上風力発電の導入見通し 

1.2.4.1 IRENA の予測によると、2030 年、2050 年に向けてはアジアが大きく伸びる。 

 
図 1.2.4.1  世界の洋上風力設置容量（GW） 

 
出典：Internatinonal Renewable Energy Agency（IRENA） FUTURE OF WIND 
URL: http://uwea.com.ua/uploads/docs/IRENA Future of wind 2019.pdf 

 
 

図 1.2.4.2 洋上浮力発電のうち、浮体式風力発電設置容量（MW） 

 

出典：CarbonTrust Floating Wind JIP Phase Ⅱ 
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1.2.4.2 欧州の見通し 

2050年カーボンゼロを達成するために洋上風力発電 450GW を開発する。 

 

図 1.2.4.3 欧州風力発電 450GW 2050 年 カーボンゼロ達成 

 
出典：SDI 欧州風力発電 ４５０GW 2050 年 カーボンゼロ達成 

 

1.2.4.3 日本の洋上風力発電 

日本の政策「グリーン成長戦略（2020 年）」におけるエネルギー分野の位置付けは今までよ

り重要視されている。2021年度より政府は NEDOがグリーンイノベーション基金（GI基金）

を創設し、研究開発等新技術への投資が本格稼働を始めた。 

 

日本の導入目標 

 

図 1.2.4.4 日本の洋上風力発電導入予想（ＧＷ） 

 単位 2020年 2030年 2040年 2050年 出典 

陸上風力 ＧＷ    ４０ 経産省、JWPA 

洋上風力 ＧＷ  １０ ３０～４５ ９０ 経産省、JWPA 

合  計 ＧＷ    １３０  

出典；J-DeEP技術研究組合が経済産業省、日本風力発電協会（JWPA）資料から作成 
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図 1.3.1.1 電気料金の国際比較 （日本経済産業省） 

 

014_08_00.pdf (meti.go.jp) 
 

日本の家庭用電気料金はイギリス、イタリアと同程度であるが、韓国の２倍程度となって

おり、産業用電気料金では高いグループに入っている。 

 

 

1.3.2 洋上風力発電の電力価格 

1.3.2.1 欧州の洋上風力発電の電力価格 

１）欧州では 2016年の洋上風力発電の入札価格は、既に最も安値で落札した事業は日本円

で 6円/kwh を切っている。 

今後、設備の大型化及び低価格化、事業の大規模化、さらに低下していくと推察される。 

 

 

２） 最近の風力発電の入札価格 

最近の入札では補助金付きで１MWｈ当たり 60EUR（7.8 円/kwh＠130円/EUR）、将来は補

助金なしでの入札でも低価格化が進むと見られている（SDI）。 
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図 1.3.2.1 風力発電入札価格（2010年～2026年） 

 

Dutch Offshore Wind Market Update 2019 

URL:https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2019/navigant-dutch

-offshore-wind-market-update-2019.pdf 

 

３） 洋上風力発電単価の長期見通し 

洋上水素製造プラントが事業化される場合の電力価格の見通し予想は国際再生可能エネル

ギー機関（International Renewable Energy Agency）から発表されている。 

風力発電電力コストは 2030年 0.05USD/kwh～0.09USD/kwh、2050年 0.03USD/kwh～

0.07USD/kwhと推測されている。 
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図 1.3.2.2 2050 年洋上風力発電の電力コスト 

 

 

出典：国際再生可能エネルギー機関（International Renewable Energy Agency （IRENA）） 

URL:Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and 
socio-economic aspects (uwea.com.ua) 
 

1.3.2.2 日本の風力発電電力価格の現状 

１）日本では再生可能エネルギー（電力）はほぼ全てが従来の発電方法（火力、原子力）

に比べて高コストである。よって、国は再生可能エネルギー（電力）の普及促進政策と

して固定価格買い取り制度（FIT）により、強制的に大口電力会社に買い取らせている。 

電力会社のコストとの差額は消費者に賦課金として転嫁される制度で、その賦課金の額は

年間 3.8兆円（2021年度）ほどであるが増加傾向にある。 

２）将来的には再生可能エネルギー由来の電力をベース電源とし、従来の火力発電等は調

整電源とする方向にあるため、再生可能エネルギー由来の電力も商業的に賦課金無しで

も他の発電方式と同等か低い価格で事業が成立することが期待されている。 

３）グリーン成長戦略（2020年 12 月発表）によると 2030 年～2035 年 8～9円/kwhの目標

が示されている。日本の風力発電は FIT制度の 2021年度単価は下記となっている為、更

にコスト低減が必要である。 
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図 1.3.2.3 日本の FIT単価（2021 年） 

 

 

URL: FIT 制度における 2021 年度の買取価格・賦課金単価等を決定しました （METI/
経済産業省） 

 

1.3.3  洋上風力発電の電力価格の設定 

欧州の洋上風力発電の価格は 2030 年 0.05～0.09USD/kwh、2050年 0.03USD/kwh～

0.07USD/kwhと推測されている。 

事業性の経済試算で使用する設定価格を下記とする。 

 

表 1.3.3.1 事業性の経済試算で使用する設定価格 

 単位 2020年 2030年 2040年 2050年 出典 

事業性検討単価 USD/kwh 
0.10～ 

0.06 

0.05～ 

0.03 

0.04～ 

0.02 

0.03～ 

0.01 

J-DeEP 

設定 
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1.4 水素需要の現状と見通し 

1.4.1 水素需要の現状 

 2020 年の水素需要は世界で 7000 万トン程度である。その内国際取引されている水素は

2000 万トンである。 

 

1.4.2 水素需要の見通し 

水素需要の見通しは機関により多少異なるが概ね 2030年に 1億トン、2070年には 5億トン

を超える数値を出している。 

今後は急激に増加する需要を賄う水素生産が重大問題である。それに伴って国際間の貿易

量も急増すると推察する。 

 
図 1.4.2.1 世界の水素需要見通し 

 

 
出典：経済産業省 今後の水素政策の課題と対応の方向性 中間整理（案）2021/3/22 

 

1.4.3 水素需要と今後の拡大 

1.4.3.1 用途としては、輸送交通燃料、暖房需要、発電燃料、産業用燃料原材料である。 

現在は天然ガスの改質で得られる通称「ブルー水素」であるが、今後は再エネ電力で水を

電気分解した真にカーボンフリーの「グリーン水素」に転換する方針である。 

他には、原子力発の電力で水電気分解して得られた「グレー水素」がある。 

ブルー水素は生産過程で CO2が出るのでその処分方法として CCSが考えられている全ての

CO2 を処理できるのかが問題である。 
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1.4.3.2 水素需要が拡大する分野 

ヨーロッパと英国の水素需要は水素の生産量の増加に応じて、利用分野の拡大を図る政策

によるところが大きい。SDI によると、始めは自動車、バス、小規模熱利用に供給し水素の

需要喚起を行う。水素生産が伸びてきたら、鉄道用電源、航空機燃料など低・中規模の利

用分野に拡大。最終的に大量消費する産業、発電分野に広げて 2035 年・-2050 年にはゼロ

カーボン水素の水素社会に転換していく予定である。 

 
図 1.4.3.1 スコットランドの水素需要分野の拡大方針 

 
出典：スコットランド国際開発庁（SDI） 

 

1.4.4  水素生産計画 

1.4.4.1 世界が 2050年実質温暖化ガス排出量ゼロを目指すには水素需要をグリーン

水素で賄うことが必要である。 

１）欧州各国は 2030 年までに数 GW 規模でグリーン水素を製造することを決めている（図

1.4.4.1）。さらには 2020年 7月、欧州 EUは 2025年までに 6GWの水電解装置で累計 100

万トン、2030 年末までに 40GW の装置で同 1000 万トンのグリーン水素を製造すること

を発表した（図 1.4.4.1）。 

 

２）水素生産は世界ではグリーン水素の製造計画が多数あり 100M～800MW という規模の計

画もある（表 3.3.2）。 
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図 1.4.4.1 欧州はいきなり 100 万トン単位のグリーン水素を生産へ 

 

 

出典：日経クロステック（EUと各国の水素戦略の資料を基に作成） 

 

表 1.4.4.1 日本と欧米の最近から数年先までのグリーン水素の製造プロジェクト

 

出典：日経クロステック 
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３）オーストラリアは“油田”地帯に計画 

 2019 年 11 月に政府としての水素戦略を発表し、2030 年までに 5GW 規模のグリーン水素

を製造することを政府目標としている。また、民間では 26GW 規模のグリーン水素の事業計

画がある。 

 

図 3.3.3 オーストラリアのグリーン水素及びグリーンアンモニア事業計画 

 

出典：日経クロステック 

 

1.4.4.2 水素需要の纏め 

 
図 1.4.4.2 年別 水素需要予測量（Mｔ） 

 単位 2020年 2030年 
2040年

（推定） 
2050年 出典 

世界の水素需要 Ｍｔ/ｙ 70 90 150 380 ＩＥＡ，IRENA 

出典；J-DeEP技術研究組合の調査により本事業性評価用に作成 

 

1.5 水素の価格 

1.5.1 水素価格の現状 

経済産業省の発表では現在の水素価格は 100円/Nm3とされ、重量価格では 1,100円/kgと

なる。既存の石油ガスの燃料に代わることは出来ない。 

又、図 1.5.2.1 によると 2020 年は 6.0USD/kg（690円/kg＠115JPY/USD）である。 
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1.5.2  水素価格の見通し 

水素価格は 2年ほど前からグリーン水素の製造コストが急速に下がり始めた（図 13）。 

要因は太陽光パネルの低価格化、風力発電の大型化による電力価格の低下が水素価格に反

映されていると考える。例えば、グリーン水素価格は 2018 年 8USD/kg（920 円/kg＠

115JPY/USD） 2020 年 5USD/kg（575円/kg＠115 JPY/USD）、であったが、2030年 2.5USD/kg

（288円/kg＠115JPY/USD）2050年 1.5USD/kg（173円/kg＠115 JPY/USD）と予測（図 1.5.2.1）

されている。 

 

図 1.5.2.1 水素製造コストの予想 

 

 

出典：Hydrigen Insights Report 2021 （Hydrrogen Council、McKinsey ＆Company） 

 

 

1.5.3 各国の生産コスト 

１）国別の水素生産コスト 

 各国の水素生産コストの予測では、低コストを実現した国は輸出国になり、低価格化に

失敗した国は輸入国になる（図 1.5.2.2）。 

輸入国はエネルギー安全保障の課題と貿易上の問題を持ち続けることになる。 
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図 1.5.2.2 各国の水素生産コスト 

 

出典：Hydrigen Insights Report 2021 （Hydrrogen Council、McKinsey ＆Company） 

 

２）日本の水素価格 

日本は 2030年に 30 円/Nm3（330円/kg）、2050 年に 20 円/Nm3（220 円/kg）を目指している

が、海外では 2050 年には 1USD 前後/kg（10円/Nm3）になる見通しで、天然ガスの最安値に

並ぶ。更に、COP26 で米国大統領は 2030 年に 1USD/kg（114 円/kg＠114 円/USD）を目指す

と宣言。世界的にグリーン水素の価格競争が激しくなってきた。 

 

1.5.4 産業セクターにおける期待価格（2032年） 

需要側と供給側の価格とコストの関係は図になる。プラント出荷時の製造コスト（2.3£/kg

≒345円/kg＠150JPY/£）が税抜き価格（本体価格）を下回っており、燃料税、VAT を適切

にすれば各セクターは受け入れられるとみられるレベルになる。 
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図 1.5.4.1 水素の推定コストに対するセクター毎の価格 

 

出典：IEA Energy_Technology_Perspectives_2020 

 

1.6  事業性評価用のグリーン水素単価の設定 

1.6.1 水素単価の予想 

表 1.6.1.1 地域、年別グリーン水素単価（推定） 

 単位 2020年 2030年 2040年 2050年 レート 

日本 円/Nm3 100 30  20 1Nm3-H2 ＝0.0899ｋｇ 

 円/kg 1110 330  220 11.1Nm3/kg 

スコットランド £/kg  2.3   スコットランド政府 

 円/kg  345   為替 150円/£ 

出典；J-DeEP技術研究組合調べて事業性評価用に作成 
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1.6.2  事業性調査に使用する水素単価（目標価格） 

下記とする。 

表 1.6.1.2 設定水素単価 

設定水素単価 単位 2020年 2030年 2050年 レート 

国際価格 

USD/Nm3 0.87 0.26 017 1Nm3-H2 ＝0.0899ｋｇ 

USD/kg  2.90  11.11 Nm3/kg 

日本価格 円/kg 1,110 330 220 為替 115円/USD 
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第 2章 スコットランドの洋上風力発電電力の水素製造プラントへの電力供給条件の設定 

 

2.1  本章の目的 

本章では、事業性評価を行う上で、経済性の計算を行うための基礎条件を定めることとす

る。先ず影響する要因の抽出を行い、想定する各要因の値を設定する。 

本事業は浮体式水素製造プラント（FH2P）の事業化の可能性について検証することが目的

ではあるが、実際の具体的なプロジェクト（実プロ）を対象としたものではない。 

ゆえに、一般的プロジェクト（平均的規模のモデルケース）を想定した事業規模等に対し

て各要因の値を設定して検証を進めることとする。 

本章では最終的に事業委の経済性を検証する為に必要な要因を整理する。 

その後、その要因と関連する上流事業（風力発電）と中流事業（水素生産）、下流事業（水

素の出荷、輸送方法）の３部に分けて技術的な影響要因を検証する。 

 

2.2 要因整理 

2.2.1要因抽出 

先ず、製造業の事業で一般に言われる要因を使用して同様に水素製造事業の要因を整理す

る。 

事業性の経済評価は、損益計算とキャッシュフローがあるが、ここでは損益計算に係わる

要素を抽出する（表 2.2.1.1）。 

 

表 2.2.1.1 経済性の構成要素（原価と売上） 

分類 要因大項目 小項目 価格形状 備考 

固定費 

浮体式プラント

建造費（EPC） 

プラント製造費購入品費 

浮体建造費（材工費） 

プラント組立費 

工場部分試運転（陸上電力） 

一式 

一式 

一式 

一式 

工場製作 

（解体費

は除く） 

据 付 工 事 費

（EPC） 

曳航費 

土木費（ｱﾝｶｰ含）、現地据付 

電力ケーブル、PL敷設接続費 

現地総合試運転費（風力電力） 

一式 

一式 

一式 

一式 

現地 

（撤去費

は除く） 

維持費（O＆M） オペレーション（陸上支援含） 

メンテナス（交換部品等含） 

アンカー、係留装置点検含む 

期間一式 

期間一式 

安定操業

時 
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（注）上記以外に、ＦＨ２Ｐのドックイン、一式更新、機器改修費用、或いは事業終了時

の撤去費用等が考えられるので評価し、上記表の適切な項目に引当金を含めておくことを

勧める。 

 

2.2.2要因の関係 

各種コスト（原価）と収入（売上）の関係を模式図にすると図 2.2.2.1 になる。 

横軸（X軸）を水電解装置の稼働率（％）とし、縦軸（Y軸）をコスト（原価）と収入（売

上）とし、コスト要因、収入要因の関係である。 

コスト要因には固定費と変動費がある。それぞれ下記を想定している。 

  
図 2.2.2.1 コスト（原価）と収入（売上）の関係模式図（参考） 

 

分類 要因大項目 小項目 価格形状 備考 

変動費 

電力コスト 風力発電からの仕入れコスト

（電解装置変換率により必要

電力量が異なる） 

電力量×電力単価 

 

変化率：

kwh/Nm3 

維持費（O＆M） 生産量に比例するコスト 売上×率（％） 消耗品 

輸送費 PL輸送委託費（使用料） 委託量×委託単価 製品輸送 

売上 水素販売収入 PL注入（m3）（輸送委託費加算） 送ガス量×水素価格 収入源 
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事業経済性を高くするには、コストに占める大きい要因から改善することで出来る。 

特に、固定費の中の EPCI(プラントの建造据え付け費)では工場製作費、据付費のコスト低

減が重要である。一方の変動費の中では電力コストが最大の仕入コストであるが、電力量

は水電解装置の変換率（kwh/Nm3-H2）によって変化する。電解装置の性能が重要となる。 

売上高は水素の出荷量と販売単価で決まるが、長期的に市場価格に影響されやすい。水素

製造事業は装置産業であり、一旦建設すると固定費の削減は不可能である。経営を安定さ

せるのは、上流の風力発電事業者と下流の水素需要者（仲介業含む）と中長期契約をする

ことである。 

 

2.2.3 浮体式風力発電による水素生産には、技術的大きな課題が４つある。 

1） 風力発電の不安定：季節、昼夜等自然条件による供給電力の変動が装置にどの様な

影響を与えるか。（変動幅、変動速度） 

2） 浮体の動揺が水電解装置にどのような影響を与えるか：大型実証例は未だ存在しな

い。 

3） 生産した水素の運搬方法、輸送船の場合の課題：抽出してプラント設備条件に反映

すること 

4） 水電解システムのコスト低減、浮体の適正規模とコスト低減：水素製造原価。 

 

中でも、大きな影響が考えられるのは再生可能エネルギーに共通する「不安定なエネル

ギー出力」による技術的な要因、及び経済的な要因である。これは風力発電の宿命である

が発電量の変動に由来し、水素の最大生産量を求めることと、最大稼働率を求める事が一

致しないからである。 

例えば、水素製造プラントの稼働率だけを考えると電力の変動が無い最低の発電量に合わ

せた規模の生産能力にすることにより、いつでも稼働率 100％に近い運転ができ、水素製造

事業は最小投資で利益率を最大にできる。しかし、受け入れできなかった風力電力（水素

に転換しなかった電力）は無駄になるため、風力発電事業としては過剰設備を持つことに

なる。 

一方で、風力発電の最大能力（定格発電量）に合わせた水素製造プラント規模にすると、

定格発電量を下回った時には、水素製造プラントへの電力供給量が減少し水素プラントの

稼働率が低下する。特に変動幅が大きい場合は水素製造プラントが過剰設備といえる。 

その中で、前述の両者の中間も考えられる。余剰電力で水素を生産する場合である。風力
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発電事業は電力需要を優先し、水素製造プラントには電力需要以上の電力が生じた時に送

電する。水素プラントは操業が不安定となり、場合によっては水素生産できない事態も生

じる。但し、余剰電力は不安定であるため「質の悪い電力」と言える為、電力単価を安く

できる可能性がある。 

 

以上の３ケースで示すように、電力需要を優先するか、水素製造を優先するかは両事業

の事業者間で電力需要と水素需要を総合的に判断することになる。実際のプロジェクトに

おいては、浮体式水素製造プラントのみならず洋上風力由来の大型水素製造事業の FS であ

ることから、両事業にとって最適な電力供給のケースで検証を行う必要がある。 

今後はカーボンフリーな電力と水素は社会インフラであり、経済にも大きく影響するた

め、安定供給と低価格の両方が求められる。事業は社会的、政治的な要素も加味して立案

されるものと考える。 

 

2.2.4  風力発電の発電特性が水素製造プラントに影響する技術的要因 

本事業（中流として）は上流にも下流にも中流である水素製造事業に影響する要因がある。 

列挙すると下記になる。これらの要因の影響を小さくして事業性を高める必要がある。 

尚、本 FSでは影響の大きな事柄について検討するにとどめる。 

1） 上流：風力発電に起因する要因 

 風力発電事業の将来規模（ＷＦの大規模化、設備の大型化等） 

 風力発電ＷＦの稼働率 

 電力変動幅（最大電力、最小電力） 

 供給可能電力量（ＷＦ規模設定） 

 電力品質（AC/DC、V,A、Hz）、 

 電力量（合計 Mwh/年保証の有無） 

 

2） 中流：浮体式水素製造プラント自身に起因する要因 

 電力供給条件（安定部分電力型。余剰電力型、或いはその他） 

 水素製造装置の種類（方式、温度、圧力） 

 水電解装置の生産能力（消費電力効率） 

 水素電解装置の重量、体積当り生産量（浮体のサイズ、コストに影響） 

 水素の品質（水素濃度と混入ガス） 
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 周辺機器（海水淡水化、純水装置、ユーティリティ機器、） 

 浮体条件（ 

 係留方法（１点係留、多点係留）と電力ケーブル、出荷設備の関係 

 

3） 下流：生産した水素の出荷と方法に起因する要因 

 出荷物性と状態 

 出荷方式（水素物性条件、水素キャリア） 

 出荷条件（連続、定期出荷、非定期出荷） 

 輸送方法（パイプライン、船舶輸送） 

 出荷装置（圧送装置、貯槽有無、キャリアへの変換） 

 

2.2.5 風力発電 PJ状況と今後の PJ規模 

1） 主要国における洋上風力発電プロジェクトの導入状況 

旺盛な再生可能電力の需要を受けて風力発電の総量（MW）は伸びていくが、それに伴って、

開発者の新規参入とこの分野に投資資本が流入する。資金力のある開発者は規模の大型化

を志向し PJ の数も増えていくであろう。その傾向は稼働中、建設中、認可待ち調査企画段

階を纏めた図（図 2.2.5.1）にも表れている。 
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図 2.2.5.1 主要国における洋上風力発電プロジェクトの導入状況 

 

出典：J-DeEP技術研究組合が作成  

 

（注）稼働中は 2020 年までに設置完了（試運転終了、発電開始）PJは 200MW以上、2021

年現在建設工事中、同審査承認待ち、調査企画中の PJは 300MW以上である。 

但し、韓国、オーストラリア、台湾などは情報不足で含まれていないが、PJ規模の傾向

を見るには十分である。 
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主要国の見通しについて、既に 1000MW（１GW）以上の大規模 PJが稼働、建設中のプ

ロジェクトが数件ある。更に計画中のプロジェクトの平均でも 1GWを超える傾向にあり、

今後 1GW超えは「普通」になりつつあると推測できる。 

 

2）イギリスにおける洋上風力の状況 

北海を囲む国々は風力発電の先進国である。既設では１GW程度のウィンドファームの数は

少ないが、建設中、計画中に１GWを超えるプロジェクトが複数有る。 

 

図 2.2.5.2 イギリスにおける洋上風力発電プロジェクトの導入状況 

 

出典：J-DeEP技術研究組合が作成  
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４）今年の入札結果 （2022/1/17発表） 

 スコットランドにおける最新の入札結果がされ、結果は下記の通り。 

 

表 2.2.5.2 2022年（最新）の入札結果 
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出典：SDI 
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 集計 

表 2.2.5.3 プロジェクトの分類 

Foundation 
PJ 数 

No 

PJ数比率 

％ 

Capacity 

MW 

Capacity比

率 ％ 

Capacity 

の平均 MW 

Floating 10 59 14,570 60 1,457 

Mixed 1 6 495 2 495 

Fixed 6 35 9,215 38 1,535 

Total 17 100 24,286 100 1,428 

出典：J-DeEPが集計作成 

 

事業化について、個々の事業についてのスケジュールの情報は入手できていないが、 

今後、許認可申請、電力契約条件の入札などを経て、最終投資決定は大体 2027 から 2028

年、商業運転開始は 2031 年頃の予定です。次の Scotwind 2, 3 の入札は 2027 年頃に予定さ

れている。 

 

 分析 

最新の入札では浮体式風車が 60％採用されている。 

ウィンドファームの事業規模が平均 1,457MW（1.5GW）となり、本 FSが予測した風力発電事

業が１GW超を超える大規模化に向かっていることを裏付けている。 

以下にその要因を説明する。  

 

2.2.6 将来の風力事業プロジェクトの規模（事業の大規模化の可能性、設備の大型化等） 

 世界的に各国政府がカーボンニュートラル政策に転換したことが最大の理由であるが、

今後計画される洋上風力は旺盛なカーボンフリー電力需要、事業効率を向上する為、プロ

ジェクトの大規模化が進んでいる。 

１）風力発電事業の大型化を可能にする条件の整備 

 事業を効率的におこなうためには必然的に纏った広い海域で発電することになる。 

制約が少ない沖合に展開することになり、水深が深い海域での事業と成る。 

 再エネへの投資に理解が得られるようになり資金調達も容易になってきた。 

 技術進歩に因り風車の大型化で能力当たりの設備費が低下する。基礎は着床式から浮
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体式へと進化する。 

 風車と送電ケーブルの設置費用も作業船が開発され大型風車の設置コストが低下する。 

 送電技術は設備の大容量化と長距離送電技術が進歩する。 

これらのコストダウンの効果により今後益々プロジェクトは規模が大きくなるとみられる。 

 

２）大規模化を阻む想定される要因 

 大規模ＷＦに必要は海域が地理的に無い。（順次調査して拡大を期待する） 

 水深が深すぎてコストが増大し、事業性が良くない。（将来の候補地として残す。） 

 風車の大型化で部材等の大型化に技術限界が来る。（更なるイノベーションを期待する） 

部材等の生産、サプライチェーンが追い付かない。 

 大型化に見合う組立技術、作業船の開発が風車開発より遅れる。 

作業船（SEP船、フローティングクレーン船、ケーブル敷設船等）の大型化が風車の大

型化についていけるか、特に風車組立用作業船の大型化と必要隻数の確保が障害にな

る恐れがある。 

 建設ブームに対して後方支援の港湾が不足する。（仮ヤード、洋上基地など一時的対策

を必要とする） 

 建設資金が莫大となり調達が困難となる。（フェーズ分割して資金回収しつつ、建設を

進めるプロジェクトが増えると予想。） 

 

３）ＷＦの大規模化への技術進歩（イノベーション） 

図 2.2.6.1 タービンブレードの大型化による風力発電装置の大型化が可能になってきた。 

風車はブレードの材質がカーボンファイバーなどの採用により軽量化されたため大型化が

進み、単機出力が大幅に伸びている。（図・・）。陸上と洋上を比較すると洋上は陸上より

２倍超の能力の設備が開発されている。このイノベーションの速度は驚くべきものである。

2030年には洋上で 12MW級、2050年には 15～20MW 級風車になると予想されている。 

設備費は増加するが発電能力当たりではコスト低減されていく。おかげで電力コストが低

減し化石燃料由来の電力と同等の価格になると予想されている。 
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図 2.2.6.1 洋上風力の風車大型化の推移と発電能力の大型化の予想 

 

 

図 2.2.6.2 陸上風力の風車大型化の推移と発電能力の大型化の予想 

 

出典：Internatinonal Renewable Energy Agency（IRENA） FUTURE OF WIND 
URL: http://uwea.com.ua/uploads/docs/IRENA Future of wind 2019.pdf 

Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and 
socio-economic aspects (uwea.com.ua) 
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2.2.7 FSモデルの風力発電事業の規模の設定 

主要国やイギリス、スコットランド国における WF の事業規模を調査したところ、 

既に建設中の WF でも１GW を超えるプロジェクトが現れている。更に、調査段階、計画

段階の PJ では 1GW 超えが多数見受けられる。従って、本事業（FS）ではモデル WF の規

模を１GW と設定することが適切と考えられる。（図 2.2.5.1、図 2.2.5.2、図 2.2.5.3） 

 

この規模で一般に報告されている稼働率 40～50％とすると、総発電量は年間 4380TW（＠

50％）であり、全ての電力を使うと水素生産量は約 78.900t-H2/年（55.5kwh/kg-H2）とな

る。この水素量は事業として成り立つ水素プラントの規模が期待できる。 

ゆえに、事業調査の対処 PJの規模は１GW（1000MW）に設定する。 

 

2.2.8. 稼働率 

2.2.8.1 風力発電では風速は事業性にとって最重要要素である「稼働率」に直接影響さ

れる。 

1）風力発電の稼働率（％、設備利用率とも言う） 

風力発電は年間を通じて定格発電できれば設計上の最高の出力となるが、現実には定格発

電以下の出力もあるので、実際は季節や年間の稼働率が低下する。 

 

2）稼働率の算出式の基本形は下記となっている。 

 

図 2.2.8.1 稼働率（設備利用率）の計算式 

    
 

風力発電の稼働率（％） 

下記の式で期間毎に算出される。 

           

          対象期間の総発電量（ｋｗｈ） 

稼働率（％）＝ ―――――――――――――――――― ×１００ 

         設備定格発電量（ｋｗ）×対象期間（Ｔ） 

 

（注）設備定格発電量は発電機の定格値である。 

対象期間（Ｔ）：年間（ｙ）、或いは月間（ｍ）、詳細には日（ｄ） 
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3)稼働率に影響する風況の最大の要因は風速の変動 

風速変化の原因は下記がある 

A) 季節変動：年間をサイクルとして風況が変化する。原因は地球規模の四季による

風況変化（季節風）。例えば、冬の北風、夏の南風。 

B) 日変動：一日のサイクルで太陽の影響による風況変化、例えば陸風、海風。 

原因は昼の気温上昇、夜の冷却で発生する風。陸地と海水の温度の関係で生じる。 

C) 気象変動：数時間から数日の風況変化。例えば、高気圧と低気圧、台風などの大

型低気圧、積乱雲などによる局所的で短時間の変化。 

風速変化の原因の中でも A：季節変動が大きく影響する。下図は欧州の 2 か所の風速デ

ータである。 

 

図 2.2.8.2 季節変動の風況例（HYwind、Beatrice 沖の海上 100m の風速 m/sｄ） 

 

 

出典：レスター情報 

風速の変動幅は上記データ（図 2.2.8.2）によると、例えば風車の定格風速を 13m/ｓとす

ると、平均風速 12m/ｓは 92％、7m/s は 54％である。変動範囲は 92％～54％である。 

定格風速の 40％も変化することになるので、発電量への影響は避けられない。 
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6）風速以外の稼働率に影響する機械構造上の限界 

A) 風速が小さい場合の発電限界 

風が弱い場合は、回転力の弱くなるため、発電量が少なくなる。最低の風速を定

めて、それ以下の風速（カットイン風速）では風車を停止し発電量はゼロとなる。 

B) カットイン風速から定格風速（設計風速）間では、風力発電の発電量は前述の理

論式に沿って発電される。 

この間の発電量は風速変化が直接発電量に影響するため不安定であることに注意

する必要がある。例えば、電力供給が不安定、且つ変化速度が急である場合の水

電解装置とプラント各装置の追従性（親和性）等を検討しておく。 

C) 定格風速（発電機の定格発電に相当する風速）を超える場合の発電 

定格風速を超える風速では、タービンは勢いよく回転する力を受けるが、ハブ、

減速機、発電機等の保護のためタービンの回転力を制御（ブレード角度の変更）

して回転力を軽減する必要がある。この場合の発電量は発電機の定格値で制御さ

れる。風力発電の能力を発揮（稼働率 100％）している状態である。 

D) 風速が早すぎる場合の発電停止 

更に風速が増した場合には、風車ブレード自体の安全の為ブレードの回転を停止

する。この限界の風速（カットアウト風速）以上では発電しない。 

E) 風車・発電機等は機械設備であり、メンテナンス、故障時の修理などの時間は発

電が出来ない場合がある。具体的には、年間の計画で止める「定期メンテナンス・

点検修理」、機械破損など突発的原因による発電停止も発生する。対策として、定

期修理は風速の遅い季節（発電量が下がる）に計画すると、メンテナンスのため

の発電量低下は避けられる。 

F) 外部要因による稼働率低下 

洋上変電所又は送電線に問題が生じた場合。陸上のグリット（送電網）の受入限

度を超えて発電抑制が掛かった場合なども考えられる。この場合の対策とし電力

を多方面に送電できる電力ケーブル網を構築しておく必要がある。 

上記の A～Fの要因と風速と発電の関係は図 2.2.8.3となる。 

風力発電には風車タービンと発電機の機械的制限から最低風速（カットイン風速）と最

大風速（カットアウト風速）、発電機の定格発電に相当する風速（これ以上の風速でも発電

量は定格発電を上限とする。）が設定されている。 

発電可能な範囲は制約条件で囲われている範囲（青の部分が発電量） 



 
 

３９ 
 

図 2.2.8.4 風速と発電可能範囲の関係。 

 

出典：J-DeEPが作成 

 

7) 稼働率の推移（実績、予測） 

実際の稼働率につい過去～見通しについて調査した。 

過去については、次表（表 2.2.8.2）2011～2015 年は 20％～30％が多くみられるが、イギ

リスとオランダは 40％近い稼働率を出している。風況が良いのではと推察する。 

陸上と洋上のデータがある国では、陸上より洋上が 10～15％高い傾向にある。陸上では風

が地形の抵抗を受けて風速が安定せず低下するため、発電量が出ない為と推察できる。 

 

次に、稼働率の 2010 年の結果は表 2.2.8.5 によると表・・・と同様であるが、2030 年、2050

年では陸上と洋上ともに改善されて 30％～60％となっている。 

更に、International Renewable Energy Agency の予測によると洋上風力は 2030 年に最大

58％、2050 年には 60％と推測されている。2030 年の平均的な稼働率は 50％が実態のなっ

ていると考えている。 
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表 2.2.8.2 稼働率の現状（2011 年～2015 年） 
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図 2.2.8.5 陸上と洋上の稼働率の向上（2010年～2018 年実績、2050 年予測） 

 

図 2.2.8.6 洋上風力発電の 2030～2050 年の見通し。 

 

以上図表の出典：International Renewable Energy Agency  

 （ FUTURE OF WIND Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects） 

（注）矢印は J-DeEP が加筆 

URL:Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and 
socio-economic aspects (uwea.com.ua) 
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8）稼働率の設定 

本調査（ＦＳ）では、中間的な 2030 年は 50％とする。しかし、2050 年頃には 60％も可能

と予測されている。将来の実際の PJ によっては事業性経済計算では 50～60％を採用するこ

とも可能考えられるので事業条件を基に設定するものとする。 

 

2.2.9 風力発電からの電力の供給 

2.2.9.1 風力発電の基本的構成（送電システム、電力仕様） 

水素製造プラントに電力供給を担う風力発電からの送電設備、電力仕様を理解するために、

基本構造を確認する。 

１）複数の風力発電設備（風車：ブレード、ナセル、タワー、基礎の総称とする）からの

集電と陸上送電網（グリット）への送電システムの標準的な送電システムは下図のように

なっている。 

 

図 2.2.9.1 洋上風力発電の送電網と電力仕様 

 

出典：Dutch Offshore Wind Market Update 2019  

URL:https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2019/navigant-dutch

-offshore-wind-market-update-2019.pdf 
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２）洋上浮体式風力発電の送電システムの構成 

A)浮体式風力発電の全体システムは下図のようになる。 

着底式と異なるところは、風車と洋上変電所（SS）が浮体であるため、風圧による移動、

潮位変動、波浪による動揺があり、浮体に接続されている送電ケーブルはそれらの変位に

追従しなければならない。その為、着床式のように固定できない。 

浮体式プラントも同様であり、電力ケーブルは同じ構成と考えられる。即ち、浮体の繰り

返しの変位から、ケーブルが破損（疲労、摩耗等）しないように中間ブイを設けて極端な

曲げやねじれ、摩耗が生じないように養生している。 

海底ケーブルは埋設して直接何かが衝突したり錨等に引っかけられないように設置される。 

 

図 2.2.9.2 洋上風力（浮体式基礎）の送電等のシステムイメージ図 

出典：一般社団法人 電気学会 （用語解説） 

 

B) 送電順序と送電仕様 
表 2.2.9.1 洋上風力発電の送電仕様 

項目 
風車 

（発電機） 
洋上変電所 陸上接続点 

陸上系統 
（グリット） 

需要先 

電力仕様 
交流３相 

66～33ｋV 
交流３相 交流３相 

交流３相 

日本では高圧

は 6600V 

交流 3 相 

日本の事業用

は 6600V 

備考  

送電距離

50km 超える

と直流送電

が多い。 

直流から交

流に変換。グ

リット接続 

電力会社の送

電網は交流3相 

超高圧 

（66ｋV） 

交流単相 

日本の一般家

庭向 

100～200V 
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３）洋上変電所から陸上への送電 

A) 電力の規格/仕様 

複数の風車からはそれぞれのケーブルで洋上変電所（SS）に送られて、集電所で合流

し、長距離送電の規格にして送電されることになる。 

風車から変電所までは交流電流（AC33～66KV）である。集電して陸へ送電される時に

陸迄の距離により交流（AC）或いは直流（DC）で送電するかは交流の場合の送電ロスと

交流送電ケーブル費用の評価に対して、直流の場合の送電ロスと設備（AC/DC変換機＋直

流送電ケーブル＋DC/AC変換機）費用の評価の比較をして総合的に判断により選択される。 

交流・直流のどちらで陸へ送電するかは、距離に負うところが大きいが、理由は下記 

 

表 2.2.9.2 長距離送電の交流、直流の比較 

電気種類 
近距離 

（40～50KM 以内） 

遠距離 

（20km 以上） 
評価 

交流（AC） 

送電ロスが小さい 

電圧制御が容易 

消費者は交流が多い 

電圧制御が容易 

消費者は交流が多い

送電ロスが大きい

（数％発生） 

近距離向き 

直流（DC） 

送電ロスが小さい 

電圧制御が交流より

面倒 

交流直流変換必要で

設備費が大きくなる 

送電ロスが小さい 

遠距離送電で変換ロ

スよりメリットあり

交流直流変換必要で

設備費が大きくなる 

電圧制御が交流より

面倒 

遠距離向き 

 

出典；J-DeEP技術研究組合が作成 

 

B)長距離送電の交流（AC）と直流（DC）の実績は下図になるとのことである。 

風車（20MW以下）で発電された電力は交流（AC)であるが、ウィンドファームとして５００

MWを超えて且つ送電距離が２０～３０ｋｍ程度以上では直流（ＤＣ）が採用されている。 
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図 2.2.9.3 海底送電線の交流、直流送電の実績 
 

 
出典：一般法人 日本風力発電協会 

 

４）プラントの受電条件 

A) 本事業の受電条件の検討 

 洋上水素プラントはウィンドファームの近傍（数 km以内を想定）に設置することとし

ているため交流のまま受電しても送電ロスは小さい。 

 交流であれば、洋上変電所でプラント向け電力の扱いが容易である。 

 プラントで大きな電力消費する水電解槽へは低圧の直流であること、その他多くの機

械装置は交流である事を考慮すると電圧調整などが容易な交流（AC）で受電する方が

メリットがる。 

 最適な給電接続点について、洋上風力発電から洋上水素製造プラントに電力を供給す

る時の接続点は事業を実施しるうえでプラントの設置位置を制約する要素である。但

し、プラントの設置位置は受電条件だけでは決められない。 

 水素の出荷先は天然ガスパイプライン（ステーション PLS）としているため、水素製造

プラント（FP）の設置位置は技術的に工事が可能で経済的に優位な場所、他の関係者、

法規等の条件関係も検討して選定することになる。 
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B)プラントとの接続点として、上記の洋上水素製造プラント側の条件を満たすには洋上

発電送電網（図 2.2.9.1）の内、図 2.2.9.4の洋上交流システム（Hub AC systemの洋

上変電所 offshore substation）から分岐して受電するが最適である。 

 

図 2.2.9.4 洋上変電所（接続点） 

 

 

出典：Dutch Offshore Wind Market Update 2019 

 

C） 洋上変電所とプラントの距離 

浮体式洋上変電所（SS）と浮体式水素製造プラントの間にライザケーブルを設置するには

一定の距離が必要であり、実際の設置場所の条件により適切な距離をとる事が必要である。 

尚、洋上浮体式プラントへの送電では比較的短い距離で多くの構成品を含むため、距離単

位に当たりのコストは大きいことを考慮すること設置の費用を削減する一つの方法として、

風車と洋上変電所の設置に伴って送電ケーブルを敷設する時に、同時にプラントまでのケ

ーブル敷設を施工することを推奨する。 

 

D)受電条件 

洋上風力は風車の発電は 66ｋV ～33ｋVであった。本調査では交流（AC）66ｋVで受電する

ものとして検討する。 

 

図 2.2.9.5 風車から洋上変電所への送電電力仕様 

 

 出典：IHI プラント作成 
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E)受電する電力の仕様 

調査の結果、風力発電事業との関係から下記のように設定する。 

 受電の接続点は洋上変電所、接続工事については本調査では問題ないことを前提とす

る。 

 受電する電力仕様は交流（AC）3相 66kv 

 電力量は水素プラントの規模が 300MW であり、その他必要電力を加えて決定する。 

 

５）風車からプラント・パイプラインまでの構成 

今までの検討結果より洋上水素プラントの構成は図 2.2.9.6となる。 

 

図 2.2.9.6 洋上水素プラントの設置のイメージ図 

 

出典：J-DeEP技術研究組合が作成 

 

2.2.10 風力事業関係者との関係 

洋上水素製造事業と事業者の関係をモデル化したものが図…である。上流の風力発電事

業者、下流の海底パイプライン（天然ガス）事業者の間で水素製造を行ううえでも洋上変

電所からの受電が最適であることが分かる。 

 

2.2.10.1 洋上水素プラントは洋上変電所から、受電するのが最も良い方法である理由。 

 風力発電事業者が洋上の広い海域に林立する風車からのケーブルを集電所に接続し電

力を一つに纏めており、直ぐに長距離送電の電力仕様に変えて陸へ送電している。 
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 その点、風車から直接プラントに引き入れることは、多数のケーブルを引き、集電装

置、変電装置をプラント内に設置しなくてはならない。設備が大きくなるがメリット

が無い。 

 消費電力の使用料を風力発電事業者と確認でき電力料金の支払いが容易である。 

且つ、電力の責任分界点が 1 か所であることはプラント側の管理も容易になる。 

 

図 2.2.10.1洋上風力発電・送電システム・水素製造プラント・パイプライン事業者関係図 

 

 

2.2.10.2 風力発電から水素プラントへの電力供給条件 

電力供給量の変動はプラントの稼働率、即ち水素の生産量に直接影響する。結果として

採算性（事業性）に影響する為、電力事業者との長期契約で電力供給を安定させる必要が

ある。契約条件によっては事業が困難なケースがあるので十分検討する必要がある。 

１）電力供給方式の検討 

水素事業を主に考えるならば、安定した充分な電力供給されることが重要である。上流

の風力発電の発電量は風速の変化に大きく影響されることが知られている。水素製造プラ

ントがそのまま電力を全て受け入れるのは事業性が悪くなる。 

２）電力供給方式には安定部分電力型と余剰電力型、或いはその中間などがある。 
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図 2.2.10.2 電力供給方式及び電力供給型の比較

 

 
出典：IEE 

 

３） プラントに対して供給電力型の課題 

プラントは最高の事業性を発揮するために能力最大の水素生産量を目指す。即ち電解設

備稼働率を最大にしたいと考える。その為、安定部分電力型が最も理想である。 

 

課題 

 供給電力量がプラントの要求量に対し十分安定的に供給されるか 

風力事業者が電力優先か水素優先の事業とするかで、或いは比例（半々）で供給して
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くれるかで供給電力は大きく変わる。それは、稼働率が大きく違うため事業性を判断

する上で重要事項である。 

 電力供給の変動幅が小さいか。及び周期は短いか長いかが事業に影響する。 

特に季節性の長周期の変動幅が大きいとプラントの稼働率に影響する。大電力を長時

間蓄え続けることは蓄電量が膨大で設備コストも膨大となる。そもそも水素に変換す

ることも、後に水素から電力を生産するのであれば蓄電していることと同じである。 

一方の日変化のように短周期の影響もあるが、蓄電池は短時間に充放電を繰り返すた

め、蓄電池容量は長周期の場合と比べれば小さい。これを用いて稼働率を改善できる

可能性がある。（短時間に充放電するタイプの蓄電池を使用） 

 

４）ウィンドファーム（WF）発電特性のどこに設定するかにより水素製造プラントの規模

と水素生産量、及び稼働率が変わる。 

水素生産事業では電力供給方式は安定部分電力型が好ましいことは当然である。しかし、

風力発電事業者は電力単価が高い電力事業者に販売したいのも当然であるため、水素事業

には余剰電力型の供給を考える。余剰電力の発電状況をよく検討しなくてはならないが、

悪い場合は電力単価を「安価」ないし「無料」としても、水素製造事業は採算割れの事態

も在りうる。即ち水素事業は生産量がある程度保証されないと成り立たない可能性がある。

その場合に水素事業を諦めるか、風力発電事業者が自ら小規模の水素製造装置を持ち余剰

電力（内部価格）を水素に変え蓄え、風力発電量が不足したときに水素から電力に戻して

電力供給を行うことなどで事業収益の改善になる可能性がある。 

 

５）本事業への電力供給方式の設定 

本 FSでは水素製造プラントでは水電解装置の能力に近い電力を安定して供給されること

を前提に検証するので、水素製造事業側として有利な「安定部分電力型」を希望する。但

し、売電と同等の電力単価（円/ｋｗｈ）で事業性評価を行うことにする。 
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2.2.10.3 水素プラントの規模の設定 

１）水素製造プラント設定モデルの条件 

下図はWFの発電量の年間変動をモデル化して、水素製造で最も影響がある水電解装置の規

模を探る。設定値の判断基準はプラントへの電力供給量とプラントの想定稼働率等から判

断する。 

 

２）想定モデルの条件 

A）前提情報と設定値 

 対象風力発電の規模は調査結果から、今後１GW以上も多数計画されている。 

⇒WF設備規模は１GW 

 風力発電の稼働率は40％から改善し現状でも50％程度のWFが出現している。将来は

60％も可能性がある。 

⇒ 50％（2030年）とするが、将来の60％も検証する。 

 風力発電の特に季節変動は、想定海域で月平均の稼働率変動幅は最大80％から、最低

２０％の間と予想された。 

⇒ 最大80％から、最低２０％の間とする。 

 供給電力は「安定部分電力型」又は「余剰電力型」、もしくは中間や特殊な契約も在

りうる。 

⇒ 水素製造に最適な「安定部分電力型」を基本にし、可能性がある「余剰電力型」

については比較に留める。 

 プラントの事業性について、「安定部分電力型」で電力が保証されれば電解装置の稼

働率は100％であるが、保守作業等避けられない時間があるので、最大95％にする。 

⇒ 水素製造の事業性からは電解装置の規模が大きい方が良いので、理想的には稼働

率90％以上とするが、80％、70％の稼働率で電解装置の規模を求める。 
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３)検証 

風力発電の電力供給モデルを図にすると稼働率50％のケースは図2.2.10.3.1、稼働率60％

のケースは図2.2.10.3.2になる。それぞれのケースの水電解装置の規模を示す。 

 

A）風力発電稼働率５０％のケース（図2.2.10.3.1ケース５０％） 

 

図2.2.10.3.１ 風力発電の発電量の変動幅と水電解装置の規模の関係モデル 

ケース５０％（風力発電稼働率５０％の場合） 

 
 

結果 

 「安定部分電力型」で稼働率90％以上が見込める電解装置規模は300MWである。稼働率

80％以上で400MW,稼働率70％以上で600MWも電力価格が安価であれば可能性が出てく

る。 

 「余剰電力型」では、風力発電の30～60％の部分を受電した場合、同じく300MWの装置

の稼働率は54％となり、採算性は電力価格により判断される。更に風力発電の60％以

上の部分の電力では、稼働率22％と低くため採算性は電力価格が無償でも、装置価格

の回収も難しいと考える（装置コストが固定費の為）。 
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B）風力発電稼働率６０％のケース（図2.2.10.3.2ケース６０％） 

 

図2.2.10.3.2 風力発電の発電量の変動幅と水電解装置の規模の関係モデル 

ケース６０％（風力発電稼働率６０％の場合） 

 

結果 

 「安定部分電力型」で稼働率90％以上が見込める電解装置規模は400MWである。稼働率

80％以上で600MW,稼働率70％以上で800MWも電力価格が安価であれば可能性が出てく

る。 

 「余剰電力型」では、風力発電の40～70％の部分を受電した場合の300MWの装置の稼働

率は54％となり、採算性は電力価格により判断される。更に風力発電の70％以上の部

分の電力では、稼働率22％と低く採算性は電力価格が無償でも、装置価格の回収も難

しいと考える（装置コストが固定費の為）。 

 ケース６０％は水電解装置の規模を大きくできるが、風力発電のプロジェクトの稼働

率が６０％で計画され実現性が高い場合に適応できることに留意する。 
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１）理論電力 

水素エネルギーシステムに掲載された論文（出典 Vol.33, No.1 (2008)）によると、

「水素の電解に必要な最小の電気エネルギーは 2.94 kWh / Nm3」とされている。 

これは、1㎏（11.11Nm3-H2 ）に換算すると 32.66kwh/kg-H2 となる。この値は前述の

水素ガスの物性値表（表 2.2.1.1）にある低発熱量に近い値である。よって、これを理

論電力として使用する。 

 

２）水の電気分解に必要な電力量 

工業的に水を電気分解して水素１Nm3 を生産するのに 5kwh 必要と言われている。 

その中に水分子を水素と酸素分子に分解すために用いられた必要最小限の電力（以後「理

論電力」と言う）と電気分解プラントの装置等駆動に消費される電力（以後「運転用電力」

と言う）が含まれている。従って、プラント運転用電力を削減することで事業性を改善

させられることが予想される。 

 
2.3.3 水素の生産方法 

本事業を進めるうえで、生産方法について理解する必要がる。 

水素の生産方法には図 2.2.3.1.のように既に工業的に確立した方法と、開発中の将来技術

がある。本調査では洋上風力の電力を基に製造することを前提にしており、「電気分解法」

以外の方法は前提条件に適しないため、現状では選択の余地がない。 

図 2.3.3.1 水素の生産方法 

 

出典：国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 
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2.3.4 グリーン水素の生産に用いられる電気分解法 

本事業では既存技術の中で再生エネルギーのうち風力由来の電力で海水からえた淡水を電

気分解する方法を採用することにしている。但し、電気分解法にもいくつか技術があるの

で紹介する。実際にどの方式を対象に事業化評価を行うかは第 3 章、第 4 章の評価にゆだ

ねる。 

 

図 2.3.4.1 電気分解法の種類 

方法名 方式 利点 欠点 

アルカリ水電解 

単極タンク型電

解槽 

 

電解液に 30 % 程度の水

酸化カリウム又は水酸化

ナトリウムの水溶液を用

いた水電解方式である。 

①構造が簡単で安価

である  ②個々の電

解槽を系列から切り

離してメンテナンス

でき るので、システ

ムを停止する必要が

ない  ③停止時にあ

まり電力を消費しな

い  ④耐用年数が長

い  ⑤運転の発停が

容易 

①電流密度を大きく

出来ないためスペー

スが多く必要 

②電解の効率が高く

ない 

アルカリ水電解 

複極型電解槽 

 

同上 ‘①電流密度が高い

ので設置スペースが

小さい 

ガスが裏側に抜ける

造の網状や多孔質の

電極を隔膜  に押し

つけて設置する「ゼ

ロギャップ」構造が

採用できるのでオー

ム損が少なく、効率

が良い 

①構造が複雑で建設

コストが高い  ②漏

れ電流による電流効

率の低下や腐食が起

きやすい  ③定格を

大幅に下回る運転は

ガス純度が悪くなり

困難で  現在では大

規模な水電解槽は複

極式が主流となって

いる。 
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方法名 方式 利点 欠点 

高圧水電解槽 水電解を加圧下で行うと

電解電圧が多尐増加する

が、高 圧水素を利用する

目的で水電解を行うとき

はコンプレッ サーを使

わずに済むため、高圧の

水電解槽が開発されてい 
る。し 

  

高温水電解槽 電解槽の効率を上げるた

め、電極における反応速

度に起 因する損失であ

る過電圧を下げ、電解液

の電気抵抗を下げ るた

めに電解温度を高くする

試みがなされた。 

材料面での困難さか

ら高温によるメリッ

ト  と比較してアル

カリ水電解槽の高温

操業はあまり有利で 
ないと判断された 

 

固体高分子（ＰＥ

Ｍ）水電解 
ＰＥＭ（Polymer 
Electrolyte 
Membrane） 

アルカリ水溶液の代わり

高分子イ オン交換膜を

電解質として水電解を行

なう電解法である。 

① 高温で電解しや

すい。 

②電解効率が良い 
隔膜に電極が圧着さ

れているので電気抵

抗が尐ない。エネル

ギー効率  が良く、 
③装置がコンパクト

に出来る。装置のサ

イズが小さくてよ

く、大規模の装置建

設にとっては有利で

ある。 ④生成した水

素ガスの純度が高

い。 

② 装置のコストが

高い。 隔膜のイ

オン交換膜が高

価であり、強酸性

なので電極触 媒
の材料が限られ、

電解槽のコスト

が高い。 ②工業

的な実績がない。 
PEM 電解は技術

的にかなり完成

度が高い。1MW
を越えるような

大型装置につい

ては実績が無く、 

 

出典：水素エネルギーシステム Vo1.27，No.l (2002) 

HESS 用依頼論文 を J-DeEP 技術研究組合が編集 
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2.3.5  浮体式プラントに搭載する水電解装置の要件 

 

１） 水電解方式（装置）の要素課題 

実プロではそれぞれのプロジェクトの条件もあるので総合的に評価して決定することが

重要である。 

浮体式プラント搭載の水電解方式（装置）の要素課題 

 浮体の動揺による電解効率の変化（性能低下）等の有無 

 消費電力費は大きなコストであるため、水素変換効率（kwh/kg-H2）が良いこと。 

 コンパクトで水素生産性能（体積や重量当たりの生産性）がよい。 

 装置の数が多いので量産化し易い、装置単価が安い。 

 浮体の寿命は 20 年～25 年であり、途中で電解槽の交換は困難である。浮体と共に寿命

を迎えることが事業性にも望ましい。その為に電解装置は長寿命であること。或いは

寿命が 10 年程度であれば、浮体内で交換作業ができるようにしておくこと。 

 

２）水電解装置の価格見通し 

今後は世界的に水素生産が伸びるので、性能改善、装置の量産化、小型化等により性能

当りの価格が急激に低下すると予測されている。 

 

 

2.4  水素の輸送方法 

2.4.1 洋上での水素生産の最大の問題は電力確保と輸送である。 

水素の輸送は水素の物性により方法が異なってくる。 

基本は気体水素（H2）で輸送することであるが、体積が非常に大きくなるので、体積を小

さくする方法がとられる。それが比較的低圧の状態で連続輸送できるパイプライン輸送、

圧縮水素（C-H2）、液化水素（LH2）は船舶輸送、水素を一旦別の物質に変換（水素キャリ

ア―）して船舶輸送し利用地で水素を分離するなどが考えられている。どれもメリット、

デメリットがあり、実際のプロジェクトでは水素の利用方法や輸送距離などを総合的に判

断される。 
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2.4.2 既存の海底天然ガスパイプラインへの混入 

本事業は、洋上であり特段の加工が不要なガスのまま既存の海底天然ガスパイプラインへ

の混入する方法で事業性を検討することにしている。他の方法については別途検討事業で

行われることを期待している。 

図 2.4.2.1  洋上水素製造プラントが生産した水素の輸送方法は下記が考えられる。 

手段 
水素輸送状

態 
メリット デメリット 

プラントの

追加設備 
備考 

パイプライ

ン（PL） 

水素ガス 

（専用 PL） 

 

純水素とし

て利用可能 

ガス成分調

整以外の加

工が不要、 

定量出荷で

収入が安定 

バッファー

タンクが小

さい。 

PL 建設コス

ト大 

変動が大き

い再エネに

依存しなが

ら契約量出

荷の義務発

生 

圧縮機 

安定化のた

めの水素タ

ンク（短期平

準化対応） 

出荷調整の

高圧ガスホ

ルダー必要、

容量がかな

り大きい場

合も想定さ

れる。 

水素ガス 

（天然ガス

PL ） 

NG として利

用 

ガス製造後

の加工が不

要 

 

市場の NG 成

分規格に合

わせる 

混入量に制

限がある 

圧縮機 

安定化のた

めの水素タ

ンク 

利用地で NG

として利用

するか、水素

を分離し利

用するか 

船舶輸送 

圧縮水素ガ

ス（C-H2） 

ガス製造後

の加工が不

良。高圧にし

て体積圧縮。 

近距離で水

素利用する

場合に適す

る。 

短期間浮体

内貯蔵＆運

行管理。輸送

距離短い。洋

上積替えの

安全性。 

高圧圧縮機、

高圧タンク、

出荷設備（ロ

ーダー） 

CH2 輸 送 船

舶、ローダー

は別途開発、

基本貨物船

で可能 

液 化 水 素

（LH2） 

輸送体積の

圧 縮

（1/800）、長

距離輸送可

能。輸出には

適する 

短期間浮体

内貯蔵。運行

管理と洋上

積替えの安

全性。電力消

費量が増加 

低温 

液化装置、貯

蔵タンクが

多きい。出荷

設備。浮体が

大きくなる。 

LH2 輸送船舶

は別途開発。

LNG 関連技術

の流用可能

性有 
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手段 
水素輸送状

態 
メリット デメリット 

プラントの

追加設備 
備考 

船舶輸送 

アンモニア 

（水素キャ

リア） 

体積の圧縮

（水素密度

が高い）、長

距離輸送可

能。輸出には

適する 

流通システ

ムがある。 

短期間浮体

内貯蔵＆運

行管理。洋上

積替えの安

全性。電力消

費量が増加 

毒性有り、臭

気が強い 

水素タンク、

アンモニア

合成プラン

ト、アンモニ

アタンク、ロ

ーダー 

NH３製造、輸

送船舶は既

に開発済、少

量生産プラ

ントの検討

必要 

有機ハイド

ライド（メチ

ルシクロヘ

キサン（ 

MCH）） 

（水素キャ

リア） 

体積の圧縮

（1/600）、長

距離輸送可

能。 

短期間浮体

内貯蔵＆運

行管理。洋上

積替えの安

全性。電力消

費量が増加 

水素タンク、

MCH プ ラ ン

ト、MCH タン

ク、MCH ロー

ダー 

MCH 輸送船と

陸送手段、需

要地での水

素分離は別

途開発 

出典：J-DeEP 技術研究組合が作成 

 

2.4.2.2 船舶輸送について開発状況 

水素社会に向けて水素の大量輸送事業が見込めるため、世界で入発競争が起こっている。 

先ずは、ガスのままパイプラインで消費地に移送することが最も簡単である。しかし、消

費地が遠い場合は船舶輸送が有利になる。その時の水素物性が問題となる。 

気体であれば体積を小さくするため、圧縮水素、液化水素にしてから船舶で運ばれる。 

以下は、現在の船舶輸送のための運搬船の開発例。 
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１） 圧縮水素運搬船（C-H2 Ship） 

図 2.4.2.1 オーストラリアのグローバル・エナジー・ベンチャーズ社（GEV） 

 
出典：豪州企業が「圧縮水素船」を開発へ 日豪で進む液化水素の輸送計画にない圧縮の利

点とは | Merkmal (merkmal-biz.jp) 
 
２） 液体水素運搬船（LH2 SHIP） 

 図 2.4.2.2  大型液化水素運搬船のイメージ（画像：川崎重工業） 

 
出典：世界最大容積の船舶用 syuttenn :水素タンク開発 大型運搬船に搭載し大量輸送

実現へ 川重 | Merkmal (merkmal-biz.jp) 
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2.4.2.3 天然ガスパイプラインへの混入可否 

スコットランドの北海には石油ガス田が多くあるため採掘した石油ガスはパイプラインで

陸へ送られる。この PL 網は北海での天然ガス生産のピークを過ぎて、輸送能力に余裕があ

る。 
本プラントから輸送余力のある海底天然ガスPL に配管してPL 接続点から水素ガス全量を

圧入することで検討する。 
 

１） 北海に設置されている天然ガスパイプライン（PL）のガスの輸送能力を調査し、水素

プラントで生産した水素を全量混入することができるかを確認した。 

（１）既存の北海の PL のリスト（表 2.2.4.1） 

パイプライン仕様 

 直 径 概ね 30～40 ㏌（φ762～1016ｍｍ） 

 距 離 100～1400ｋｍであるが、概ね 500～800ｋｍ 

 輸送量 年間 100～200億 m3/年 

 圧 力 8～10気圧 

 

表 2.4.2.2 北海の天然ガスパイプライン リスト 

 
出典：North Sea PL List URL List of natural gas pipelines - Wikipedia 

      を基に J-DeEPが編集した。 
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２）混入量は時間水素生産量が最大の時にもＰＬに送ガスが可能かを検証する。 

(a) FH2Pの年間最大生産量は 50000t/yである。（水素生産のピーク時の最大送ガス量は稼

働率 100％の状態である。）生産量に変動があるが、短期間でも時間単位の生産量（Nm3/h）

を PLに押し込める必要がある。 

(b) FH2Pの時間当たりの最大水素量は下記となる。 

プラントの最大年間生産量を時間生産量に換算  

50000t-H2 /（24ｈ×365ｄ）＝5.71ｔ/ｈ・・・⇒ガス量では 63,419Nm3/ｈ  

海底 PL の時間当たりの送ガス能力の最大 20％まで混入できるとする。20％とはスコッ

トランドにおける家庭用、地域暖房用燃料に許されている最大混入率（％）である。 

63,419Nm3/ｈ×100/20％  ＝ 317,098m3/ｈの能力を有するＰＬが必要である。 

(c) 混入に必要な PL の年間最大送ガス能力は 

317,098m3/ｈ に年間時間（24ｈ*365ｄ＝8,760ｈ）を乗じた量となる。 

317,098m3/ｈ×8,760＝2,777,778,480Nm3/ｙ≒27.78億 m3  

 

３）結果 

(a) 上の表の輸送量を見ると、最低の PLでも 40億 m3/ｙあるので水素ガスを受け入れられ

るだけの輸送能力を有している。 

(b) 大きな輸送能力を有する PLには、複数の FHI2Pからの送ガスが可能である。たとえば、

200 億 m3/ｙの PLには最大 7基の FH2Pを接続できる計算である。 

 

４）問題 

(a) 混入率を 20％としたが、数％との情報もある。個別の PＬで許容量を確認する必要が

ある。 

(b) 余裕がある PLでも、実際には能力一杯のガスを輸送していないと推察される。 

NGの送ガス量が少ない場合に、水素を実際のガス量の 20％までしか混入出来ない。 

なぜなら、実際のガスに対して許容率を超えてしまうからである。 

ゆえに、NG の送ガスの量を把握して、混入する水素量をコントロールする必要がある。 

(c) その際に、超えてしまった水素はバファータンクに貯めるか、大気放出することにな

る。或いは水素の生産量を抑えることも選択肢である。（電気を他に回す） 

(d) FH2Pの貯槽設備にも関わるので、事前に十分検討しておく必要がある。 
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３） 北海の天然ガス PL の位置 
 

A) 調査対象のスコットランド沖北海と周辺の現在のパイプラインは下図である。 
図 2.4.2.3  北海の天然ガスパイプライン網 

 
出典：SDI 資料 

 

B) 欧州の天然ガスパイプライン 

欧州には天然ガス PL 網が構築されており、北海で生産した水素について、欧州への供給（輸

出）も容易である。供給元は主にロシアであり、エネルギー安全保障の面で過剰依存が問

題視されている。欧州海域で洋上水素生産を行うことは、安全保障に貢献することにある。 
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図 2.4.2.4  欧州の陸上パイプライン網 

 
 
C）水素専用パイプライン計画 
洋上水素の生産量の増加と共に水素専用パイプラインを設ける計画がある。 
 
図 2.4.2.5  欧州の陸上の水素専用パイプライン計画（2040 年） 
 

 
出典：European Hydrogen Backbone initiative 2020, supported by Guidehouse 
2020_European-Hydrogen-Backbone_Report.pdf (gasforclimate2050.eu) 
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2.4.3  天然ガス PL混入輸送の後、水素の利用 

パイプラインに水素を混入することは可能であるが課題がある。 

 燃料利用の場合でも混合ガスの熱量（Cal/m3）を一定にするため、混入量を一定量で

安定する必要がある。 

需要側で天然ガスと同様に利用される場合は問題ないが、水素ガスとして利用したい

場合には、改めて混合ガスから水素を分離する必要がある。分離には水素分離設備が必要

であり、ネットワークされた PL では、天然ガスに混入した水素ガスは拡散して濃度が薄く

なり、陸上で水素を分離回収することが困難な可能性がある。 
 

2.4.4  水素を PLやタンクで輸送する場合の水素特有の課題 

 水素は分子が小さく、パイプラインやタンクの金属に侵入し鋼材中の炭素と結合し強

度の低下を引き起こすことが知られている。 

 天然ガスと同様に扱えないことに注意が必要。 

 特に高圧、高温になるほど留意する。  
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2.5 纏め 

本章で検討した結果、事業化検討の条件を下記とする。 

項目 2020年 2030年 2050年 単位 備考 

風力 

事業設備規模 500 1,000 1,500 MW 
１ウィンドファームの規模が

大きくなってきている。 

発電量季節変動幅 20～80 20～80 20～80 ％ 
季節の風況に因る為、同様とす

る。 

風車設備稼働率 40 50 60 ％ 

設備稼働率は風車年間発電量

（ｋWh）を風車の設備理論発電

量（ｋWh）で割った率（％） 

欧州では技術進歩により向上

している。 

更に沖で大型風車が採用され

る為将来は 60％と予想されて

いる。 

発電変動幅を考慮し

た年間発電量 
200 500 750 MW 

効率を加味した年平均発電量 

電力単価（欧州英国） 6 3～4 2 円/ｋWh 

単価は低下すると予想されて

いる 

2020年 入札価格 

2030年 政策価格 

電力単価（日本国） 35～40  8～9 円/ｋWh 

2020年 ＦＩＴ価格 

2050年 政策目標 

 

プラント 

供給電力仕様 
AC66kv 

3相 

AC66kv 

3相 

AC66kv 

3相 
 

風車出力 33～66kv の内最も高

圧とした。 

モジュール設備規模 100 
100×

３ 
 MW 

100MWモジュール 

水電解消費電力 

Nm3生産するのに」必

要な電力 

5.5 5.0 4.5 
ｋＷｈ

/Nm3-H2 

電解出力 A+B 

A:理論電力 294kwh/Nm3  

B:プラント全体の運用電力

（kwh/Nm3） 

水素 
パイプライン 

ガス圧力 

80～

100 

80～

100 

80～

100 

 

ｋPa 

プラントより高い場合はコン

プレッサーが必要 

以上の条件で、次章以降の検討を行う。 
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第 3章 風力電力供給条件をもとにした水素製造装置の条件設定及びユーティリティ設備

の基本計画・運転計画を含む基本的な運用計画に係る課題整理 

 

本章では、前章（第 2章）で設定された洋上風力発電設備の電力供給条件をもとに、3.1

～3.4 項で水素製造プラントの構成と必要ユーティリティ設備を含め検討し、具体化した。

また、検討結果をもとに、補機を含めた設備全体の消費電力も算出した。 

 

3.1 水素製造プラントの規模条件 

１） 洋上風力発電の供給条件 

洋上風力発電の供給条件は、2章での設定に従い、下記とした。 

 ・対象とする洋上風力発電設備規模：1GW 

２） 水素製造設備の規模 

水素製造設備の規模については、2章での設定に従い、下記とした。 

 ・水素製造設備   ：300MW 

3.2 主要設備の仕様 

3.2.1 水電解装置の仕様 

水電解装置の容量は全体で 300MW である。浮体式プラントであるためモジュール工法の

計画であり（４－４項参照），100MWを 1モジュールとし、合計 3モジュールの計画とした。 

 ・水電解装置構成    ：100MW×3系統 

 合計 300MW の水電解装置から生産される水素の量は，電解装置の効率と稼働率により決

まる。電解装置の将来的な効率の予測の一例を図 3-2-1 に示す。現在の効率はアルカリ形

と PEM 形を比較するとアルカリ形が有利であり将来的にはほぼ同等になると予測されてい

る。本 FS では，PEM 形電解装置を想定し，4.74kWh/Nm3-H2 とした（PEM 形電解装置の評価

については４－４項参照）。また，装置稼働率は２章の検討において 90%を基本とすること

とした。 

 また，電解装置から発生する水素の圧力は，3.0MPaG程度とした。生産した水素はパイプ

ラインにより陸上に送ガスする計画であり，そのためには水素の圧力が高いほうが望まし

い。アルカリ形，PEM 形とも，加圧状態の水素を生産することは可能であり，メーカーによ

るが最大で 3.0MPaG程度の水素を発生する装置は実用化されている。 

 ・電解装置消費電力（効率） ：4.74kWh/Nm3-H2 



 
 

６９ 
 

 ・水素生産量        ：5.7ton-H2/hr 

      ：4.5万 ton-H2/年 (稼働率 90%) 

 ・水素圧力       ：3.0MPaG 

 

 

     
       出典：Study IndWEDe_NOW GmbH 2018 
       図 3-2-1 電解装置の電力消費量の予測 
 

3.2.2 プラント設備の概略構成 

水電解装置 100MW×3系統に対し、必要な出荷設備・原料供給設備・ユーティリティ設備・

受電関連設備を検討し、プラントの構成を決定した。 

主要機器として、用途ごとに以下の設備を設けることとした。 

・水素ガスの出荷用  ：水素ガス圧縮機（及び緊急時の放散用ベントスタック） 

・水電解装置への原料供給用 ：海水淡水化装置及び脱塩水製造装置 

・各機器の冷却用 ：循環冷却水設備(海水冷却による間接冷却閉ループ冷却水) 

・電力（電解装置及び補機動力） ：風力発電設備からの一括受電 

・非常用発電設備 ：ディーゼル発電機 

主要機器構成及び主仕様は表 3.2.2.1に記載。 
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表 3.2.2.1 水素製造プラント主要機器構成及び主仕様 
（出典：IHI プラントにて作成） 

設備名称 主仕様 備考

水電解装置
100MW x 3系列
合計 300MW

水素圧縮機
32,500Nm3/hr x 3台 (1台予備)
圧力 吸込 2.5/吐出 5.0MPaG

水素ベントスタック 65,000Nm3/hr

海水淡水化装置 淡水製造能力 120m3/hr

脱塩水製造装置 脱塩水製造能力 60m3/hr

循環冷却水設備 循環冷却水量 25,000m3/hr

ディーゼル発電機 1000kW x 2台 停電時用

特高変圧器設備 150MVA x 3台  
（注）詳細機器リストは 3.3 項にて記す。 

3.2.3  プラント全体の消費電力について 

表 3.2.2.1の主要設備（詳細は 3.2.2項）の計画によりプラント全体の消費電力を算出した。 
・電解装置     ：300MW 
・その他の機器，設備（補機動力） ：13MW (全体の 4.2%) 
・水素製造の消費電力   ：4.95 kWh/Nm3-H2 (補機動力を加えた電力) 

 

水素製造の消費電力改善には電解装置の効率改善と補機動力削減の２つのアプローチが

ある。電解装置の効率改善については図 3-2-1 に示すような予測が示されている。水素製

造の消費電力の大部分を占めているため，ほぼここに期待することとなる。 

補機動力の削減については，全体の消費電力削減への効果は限定的ではあるが，補機動

力の多くを占めているのは冷却水システムの動力であり，以下のような改善案が考えられ

る。 

・冷却水システムの設計最適化 

冷却水流量を削減することによりポンプ動力が削減でき，設計最適化の余地はある。 
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・海水による直接冷却 

海水により循環冷却水を冷却する間接冷却システムを採用したが，海水による直接

冷却とすることにより大幅な動力削減が可能となる。 

今後電解装置の仕様や運用条件を具体化する際に考慮すべき内容となる。 

 

3.3  水素プラント検討状況の概要 

本項では、3.2項で決定した主要機器構成をもとに、設備の具体化を実施した。 

3.3.1 項で全体構成、3.3.2、3.3.3 項では主要な外部との取合い点である受電関連と水

素ガス出荷関連のコンセプトを決定した。 

3.3.4項では災害想定の一例として、緊急時の水素ガス放散による危険範囲の想定を示す。

本検討のみで収束するものではなく、詳細設備検討時には、包括的な災害想定及びプラン

ト設備への設計反映（影響が大きければ浮体設備へも）が必要となる。 

 

3.3.1 水素プラントの全体構成 

3.2 項で決定した主要機器リストをもとに水素プラントの全体構成を決定した（図

3.3.1.1）。 

基本的には洋上風力発電より受電した電気でプラント上の全ての駆動源を賄い、電力の

大半（約 96%）を水電解装置に供給することで、水素ガスを生産する。 

他の原料としては、近傍の海水から電解するための純水を作成、大気からプラント用計

装エア・窒素ガスを作成するため、本プラントの原料（Input）は、電気・海水・大気の 3

つと言える。 

生産物（Output）としては、製品としての水素ガスを送出、副産物としての酸素ガスを

放散、またわずかに濃縮し温まった海水を放流することとなる。 

また、放流することができない要処理排水（洗浄排水など）や機器廃油等は、設備内に

貯留しておき、定期的に陸送して処分する必要がある。 
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（出典：IHI プラントにて作成） 

図 3.3.1.1 水素プラントの構成概要 

3.3.2  水素プラントの電力系統（プラント外含む） 

洋上風力発電設備が陸から距離が遠い場合、電圧を昇圧して陸へ送電するための変電

中継点が必要である。従い、洋上中継点より分岐して洋上水素製造設備に電力供給を行

う。 

水電解装置中の交流/直流変換器（整流器）に由来する高調波の影響を防ぐため、ユーテ

ィリティ電気系統は変圧器レベルで切り離す計画とする。 

外部からの電力供給が停止した際、水素製造は停止しプラントの安全にかかわる系統（制

御・防災・人命）はディーゼル発電機で賄う。 

なお，変電中継点から陸側への送電については，将来的に開発が進めば、直流（DC）送

電の可能性も存在する。ただし，水素プラントに直流で給電することは変圧設備の複雑

化・遮断器の大型化などのデメリットが大きく，現段階では難しいと思われる。(3.5.5

項参照) 
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（出典：IHIプラントにて作成。ただし、洋上中継点写真は㈱日立製作所殿 HP参照） 

図 3.3.2.1 水素プラントの受電コンセプト及び電力網の全体イメージ図 

 

3.3.3水素プラントの出荷系統の構成 

本 FSでは，生産した水素はパイプラインにより陸側に送ガスする計画とした。水素の生

産量は風力電力の供給量次第であり，風力電力の変動があれば水素生産量も変動する。パ

イプラインへの送ガスにおいて，変動許容値の要求があれば，変動を吸収するための蓄圧

設備が必要になる可能性があり，今後の検討課題となる。 

水電解装置で発生する水素ガスは 3.0 MPaGとした。水素ガスの脱水や圧力調整などに若

干の圧力損失を必要とするため，水素圧縮機の吸い込み圧力を約 2.5MPaG とし、パイプラ

イン側の圧力を約 5MPaG と想定した。従い、水素ガスの圧縮機は 2.5MPaG から 5.0MPaG ま

で昇圧する（図 3.3.3.1）。 

水素ガス圧縮機の型式は幅広いプラント稼働率への対応が容易なレシプロ式とした。洋

上風力発電設備からの供給電力の変動に応じて水素ガス量が変動するため、各号機とも 2

～4 段階程度の容量調節機能を付ける。（想定は 50-100vol%や 25-50-75-100vol%の容量調整機

能。今後、稼働率の変動幅に応じて機器への要求を決定する） 

圧縮機台数は予備機を考慮して 50%(2.9ton/h)×3 基とし、プラント負荷に応じて 1~2 基の台数
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及び容量調整の制御運転を行うものとした。 

圧縮機の前段には、圧縮機吸入圧力を安定させるための水素ガスレシーバタンクを設置する。 

緊急時の水素ガス安全放散を考慮し、生産水素量 100%×1 基のベントスタックを設ける。 

 

また、現段階では以下 2 点の懸念が有るため、詳細設計時に検討する必要がある。 

・プラントの所掌内外の配管・バルブ構成は、パイプライン側と調整が必要。プラント側の損傷に伴

ってパイプライン側から可燃性流体が逆流し、被害が拡大した事例が有るため。（1988 年イギリス

の海上設備 Piper Alpha で発生した事故参照） 

・水素ガスベントスタックと酸素放散筒は離隔が必要。（水素ガスと高濃度酸素ガスが混合すると危

険） 

 

 

（出典：IHI プラントにて作成） 

図 3.3.3.1  水素ガスの送ガス設備のイメージ図 

 

3.3.4  水素プラント詳細検討の例（緊急時の水素放散による危険範囲の推算） 

詳細検討時に実施すべき災害検討の一例として、緊急時にベントスタックから水素ガス

が放散された時の燃焼範囲の試算を行った。 

災害想定に広く使用されているシミュレーションソフト「Phast」（ノルウェー DNV社製）

を用いて、ベントスタック頂部から水素ガスが放散された場合の可燃ガスの分布範囲を算

出した（図 3.3.4.1）。 

検討条件としては、水素ガス量は圧縮機容量の 100%、風速の条件は、仮にイギリス国

KingstonUponHull市の海象条件（冬のある日の最大風速）を参考に条件設定を行った。 
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検討結果としては、Φ3m×風下方向 34m 程度の円柱範囲が水素ガスの燃焼範囲になると

算出された。 

図中の赤枠内に水素の発火点以上の高温の着火源が有る場合、水素ガスに着火する。従

い、緊急時の水素ガス放散により水素ガスの燃焼範囲になる可能性がある範囲について着

火源を配置しない設備設計が必要となる。 

また、落雷等による着火も想定し、燃焼時の輻射熱の影響範囲なども考慮した計画が必要とな

る。 

 

 

（出典：IHI プラントにて作成） 

図 3.3.4.1 緊急時の水素ガス放散によるベントスタックまわりの危険範囲 

3.4   浮体上の配置検討 

浮体上にプラント設備を配置することから、主に安全性及び操業安定性の 2 つの観点

から検討を行った。 

3.4.1  安全性 

安全性については、運転員の安全確保を考慮し以下の計画とした。 

・水素製造エリアとユーティリティ―・居住エリアの分離（明確なゾーニング） 

・運転員の 2方向避難経路の確保 
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3.4.2  操業安定性 

操業安定性については、操作容易性、メンテナンス容易性、施工容易性、船上設備の特

性を考慮し以下を考慮したレイアウト計画とした。 

・ユニット（モジュール）単位の空間の確保 

・メンテナンススペースの確保 

・浮体上の荷重バランス、回転機器の設置高さや軸方向の考慮 

3.4.3  ゾーン分け 

それぞれの検討より、ユーティリティ・居住区サイドと水素ガス製造サイドに大きく

ゾーン分けをし、1点係留の可能性も考慮し受電設備及び水素払出し設備を含む水素ガス

製造サイドを船首側に配置し、ユーティリティ・居住区サイドを船尾側に配置した。水

電解装置向けの配電設備も船首側とし、非常用のディーゼル発電設備を含む低圧の配電

系統は船尾側とした（図 3.4.3.1）。 

      

        

（出典：IHI プラント・JMU にて作成） 

図 3.4.3.1 浮体上の配置検討図 
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3.5.3  プラントの稼働率の課題 

特に電力の季節変動については，プラントの稼働率の課題と考える必要があり，2.2項に

てプラント稼働率の考え方として，「安定部分電力型」，「余剰電力型」の考え方を示し，「安

定部分電力型」を基本とすることを記載した。 

「安定部分電力型」においては，電解装置は平均稼働率 90％程度の安定した高稼働を期

待でき，電解装置のタイプによらず理想的な安定運転が可能となる。「余剰電力型」では平

均稼働率 50％程度と想定され，電解装置は幅広い運転範囲が要求される。この場合，（１）

項で示した電解装置の運転範囲や台数制御を含めた運用方法の検討が重要となる。 

なお，「安定部分電力型」，「余剰電力型」の選択は，水素生産量つまりプラントの経済性

に直結するため，電力市場の需給，電力コスト，水素コスト等に踏み込んだ検討が必要に

なる。 

3.5.4  電力の急激な変動について 

前述の季節変動や昼夜の繰り返し変動以外に，荒天などの気象条件等により瞬間的な風

速変動や局所的な変動がある。 

本 FS で想定する大規模なウィンドファームや 1 基 10MW あるいはそれ以上の大型風車に

おいては，瞬間的な風速変動や局所的な変動はウィンドファーム側である程度吸収され，

電解装置の変動追従性に対しては大きな問題にはならないと考えられるが，これらの短期

変動の解析や予測などにより電解装置の追従性を確認する必要がある。 

 

3.5.5 直流受電について 

洋上風力では沖合の洋上風力発電設備から陸側へ直流で送電する計画もある。この場合，

沖合に設置する浮体式水素製造プラントにも，直流で受電することが考えられる。 

（1） 直流電源の開発状況 

近年では、世界各国で HVDC（High Voltage Direct Current：高圧直流）送電の導入が進

みつつある。 

近年は電力消費地から比較的遠い立地に設置される再生エネルギー発電所が多いことか

ら、各国で HVDC プロジェクトが動いている。交流送電に比べたコスト比較は、送電距離が

大きいと直流が有利であると言われている（図 3.5.5.1）。 
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出典： Analysing the costs of High Voltage Direct Current (HVDC) transmission (August, 

6th 2014)、NEDO報告書「直流送電技術における NEDO の取り組み(2019)」より転載 

図 3.5.5.1 直流／交流電源の送電距離による比較 

 

（2） 洋上水素製造プラントへの適用 

上記の動向を考慮すると、洋上風力発電設備から陸上までの送電方法に直流送電を選ぶ

ケースが出てくる可能性がある。その場合、洋上風力発電設備からは交流の電力が供給さ

れ、また陸側の送電網も交流であるため、直流送電の前後に交流/直流変換設備（及び遮断

器）が設けられると想定される（図 3.5.5.3）。 

洋上水素製造プラントは、洋上風力発電設備からほど近い場所に設置されると想定され

るため、洋上の電力変換所（図 3.5.5.3 の左側の電力変換所）より分電された電源を受電

すると想定される。 

 

（出典：NEDO資料「直流送電の基本的事項」より抜粋） 

図 3.5.5.3 直流送電の概要図（洋上風力発電設備～陸間の幹線） 
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3.6   水素プラントの運用と技術課題 

本プラントの水素製造は洋上風力発電設備から供給される電力次第で，90％程度の高稼

働率あるいは 50％程度の中間稼働率になるが，供給電力分の水素を連続的に生産すること

が求められる。この際，電力供給量の多寡以外に起こりうる状況変化（すなわちオペレー

タの判断が必要なケース）はごく限られた場合のみであると想定される。従い、主に経済

的な観点から可能な限り省人化を進めることが望ましいと考えられる。一般的なプラント

機器においては年に 1 度程度の総合メンテナンスが必須となるが、この時は陸側からの資

材補給を兼ね、人員・機材の応援にて対応することが良いと考えられる。 

上記の前提に基づき、建設の施工管理で一般に使われる QCDSE の用語に運用（オペレー

ション／メンテナンス）を加えた、以下 6区分の観点から技術課題を抽出した。 

 ・安全（Safety） 

 ・環境（Environment） 

 ・品質（Quality） 

 ・納期（Deliverly） 

 ・コスト（Cost） 

 ・オペレーション／メンテナンス（Operation / Maintenance） 

 

3.6.1  安全（Safety）の観点から 

安全（Safety）の観点からは、以下のコンセプトを守る必要が有ると考える。 

 ・人命、設備の保全 

 ・危険物の安全管理 

 

上記のコンセプトから、今後取り組むべき技術課題としては以下が想定される。 

（1） 洋上水素設備所掌内に起因するもの 

 浮体式水素製造設備において、設備内で最も危険な状況を発生させる可能性

が高いのは可燃性ガスである水素の存在である。また，副産物として発生す

る酸素は支燃性ガスであり，水素との混合を避ける必要がある。従い，今後

のプラント具体化における各ステージにおいて，公的機関やプラント専門コ

ンサルティング会社・船級協会によるリスクアセスメントにより安全性の検

証が必要となる。 

 水素に係る事象以外についても、包括的な災害想定が必要と考えられる。

（特に高電圧の電気設備関連が想定される） 

 災害想定に基づき、HAZID、HAZOP 等のプラント設計手法を用いた網羅的なシ

ステム安全の検討が必要となる。 
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 特に悪天候時にはプラント側も不具合が発生する可能性もあり、平常時と

同様なオペレーションが困難となる可能性も有る。上記の検討においては、

悪天候時の具体的なシナリオも盛り込む必要が有ると想定される。 

 

（2） 洋上水素設備外に起因するもの 

 洋上水素製造設備は電力を受け取り，パイプラインにより水素を払い出す

が，電力供給側及びパイプライン側の災害想定，アイソレーション思想な

どの検討が重要となる。 

 洋上に係留されている水素製造設備のため，他の船舶の衝突の可能性が考

えられる。また，一般論としてテロ等に対しては無防備になりやすいと考

えられる。これらに対しても影響を検討する必要がある。 

 

3.6.2  環境（Environment）の観点から 

環境（Environment）の観点からは、以下のコンセプトを守る必要があると考える。 

・周辺への悪影響の回避 

・環境汚染物質の拡散防止 

 

上記のコンセプトから、今後取り組むべき技術課題としては以下が想定される。 

（1） 周辺への悪影響の回避 

 水素製造設備としては，海水を取水し水電解用の純水製造と各設備の冷却

に用い，結果的にわずかに濃縮した海水と温海水を放流する。これらの海

洋への影響の検討，環境規制の調査などが必要となる。 

 設備破損に伴う各種物質、機器の流出、漂流、沈没による近海、潮流の下

流域への影響について評価が必要と考えられる。 

  

（2） 環境汚染物質の拡散防止 

第一に、薬品，重金属や化学油・鉱物油の使用最小化が望ましいと考えられる。 

第二に、拡散防止措置として、オペレーションミスや災害時等の拡散シナリオを検討

し，予防方法の検討が必要となる。 

 

 設備に使用される物質のリストアップ、SDS入手し確認が必要。 
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 高リスク物質が有る場合、機器選定の見直しなどの代替案の検討が必要。 

 浮体設備内の漏洩を想定し，海洋への拡散を防止するための回収設備など

の検討が必要。 

 

3.6.3  品質（Quality）の観点から 

製品（水素）の品質の視点では,3.5.1および 3.5.2項と同様の検討内容と考える。 

 

3.6.4  納期（Deliverly）の観点から 

納期（Deliverly）の観点からは、以下のコンセプトを守る必要があると考える。 

・リードタイムを考慮した運用 

（設備建設時に考慮されるリードタイムは本項では対象外とし、運用継続する中での

補修機材や交換部品に焦点を当てる） 

 

上記のコンセプトから、今後取り組むべき技術課題としては以下が想定される。 

 損耗した場合にプラント操業に大きな影響を及ぼす物品のリストアップ。 

 長納期品等のバックアップ計画を立てる必要がある。（最寄り港からの輸送

手段・期間、海象による曳航・据付困難な期間を考慮したメンテナンス時

期の検討含む） 

 

3.6.5  コスト（Cost）の観点から 

製品（水素）原価の視点では，電力コストとプラント稼働率，および設備コストが大部

分を占め，運用面では稼働率が課題となる。稼働率は主に 2 章に記載の供給電力による稼

働率の影響が大きい。 

「安定部分電力型」の平均稼働率 90％程度の場合，プラント設備の信頼性や荒天による

影響がプラント全体の稼働率に与える影響が相対的に大きくなる。プラント設備の RAM 解

析や気象とプラント稼働率の解析等を実施し，プラント全体の稼働率の評価を行う必要が

ある。 
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3.6.6  オペレーション／メンテナンス（O&M）の観点から 

オペレーション／メンテナンス（Operation / Maintenance：O&M）の観点からは、以下

のコンセプトを守る必要があると考える。 

・省人化（可能であれば無人化） 

・省メンテ化 

 

上記のコンセプトから、今後取り組むべき技術課題としては以下が想定される。 

 計画の具体化の過程の中で，省人化（無人化）を可能とするための実証試

験，及び実機運転の中で段階的な省人化・無人化運用に移行することが望

ましい。 

 長期にわたる運転中に監視項目が増えていくことが予想されるため、監視

システムは将来予備を陸上プラントよりも多く見積もっておくことが望ま

しい（浮体への影響を考慮すると、後からの設備増設スペースは計画しに

くい）。想定される対象は、監視用設備（計器、監視カメラ、ドローン）、

陸側監視設備への出力項目（制御装置や外部出力信号等の予備スロット）

が挙げられる。 

 年次点検項目と消耗品、予備品の交換計画の策定が必要。 
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                  図 4.1.1.5 SOEC 形水電解のしくみ (出典：東芝 HP より) 
 

 
 
 
4.1.2  主要電解装置メーカー 

電解装置の大型化や製造設備への大規模投資は欧米等の海外メーカーが先行している。

表 4.1.2.1に主要海外メーカーについてまとめた。 

また，国内メーカーの動向を表 4.1.2.2にまとめた。 
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 表 4.1.2.1 主要電解装置メーカー（海外） 

表 4.1.2.2 主要電解装置メーカー（国内） 

メーカー名 タイプ 主な実績等 

旭化成 アルカリ NEDO FH2R プロジェクトにて 10MW 電解装置稼働(2020)。 
日立造船 PEM GI 基金による大型 PEM 型電解装置の実証 PJ 開始(2021)。 
神鋼環境ソリュ

ーション 
PEM ～100Nm3/hr の水素製造装置を販売。洋上での水素製造を目指し

た開発プロジェクト(シエラプロジェクト)に参加。 
東芝 SOEC 高効率な SOEC タイプの電解装置を開発中。 

メーカー名 国籍 タイプ 主な実績等 

Hydrogenics カナダ PEM 
アルカリ 

20MW PEM 型電解装置を Air Liquid に納入、運転開

始。 
NEL ASA ノルウェー PEM 

アルカリ 
・20MW アルカリ型電解装置を製鉄会社より受注。

(2021) 
・電解装置の生産能力を 360MW/年に拡張する。 

ITM Power イギリス PEM ・REFHYNE プロジェクト 10MW PEM 型電解装置運

転開始。(2021) 
・1GW/年のギガファクトリー操業開始。 

McPhy  
Energy 

フランス アルカリ ・20MW 電解装置による欧州最大のグリーン水素 PJ
開始(2020) 
・新規に 1GW/年のギガファクトリー建設を発表。2024
年操業開始目標。 

Thyssenkrupp ドイツ アルカリ ・20MW グリーン水素プラントを米国で受注。(2021) 
・600MW/年の生産設備を保有。 

Siemens  
Energy 

ドイツ PEM ドイツ最大のグリーン水素プラント(8.75MW)2022 年

運転開始。 
Green  
Hydrogen  
Systems 

デンマーク アルカリ 6MW テストモジュールの開発を CINEA より採択。

100MW の大型化を目指す。 

Hydrogen  
Pro 

ノルウェー アルカリ 1,100Nm3/hr の電解装置を三菱パワーより受注。 

Halder  
Topsoe 

デンマーク SOEC 年間生産量 500MW の電解装置製造工場の建設を発表。

2023 年稼働目標。 
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図 4-1-2-1 FH2R プロジェクト（旭化成の電解装置） 

    
                   出典：NEDO HP 

 
         図 4-1-2-2 大規模 PEM 形電解装置の開発（日立造船の電解装置） 

 

 

                   出典：NEDO HP 
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4.2   電解装置の大型化、低コスト化の見通し 

4.2.1  電解装置大型化の動向 

 各国の水電解水素製造に関する政策動向を以下に示す。 

 EU はグリーン水素製造のため，2020~2024 年の第１段階で 6GW，2030 年の第２段階

終了までに 40GW の電解装置の導入を目指す。 

 ドイツはグリーン水素製造の目標値を設定。2030年 5GW，2040年 10GW。 

 フランスは，2030年までに電解装置 6.5GW の設置を目標として設定。 

また，IEA の報告によると，公表済みの計画が実行されると 2030 年までに世界の電解装

置は 90GW程度に達すると予測する。 

  
      図 4.2.1.1   2030 年までの公表済みの電解装置設置計画 

          
                出典：IEA World Energy Outlook 
 
 上記の政策動向に伴い，一例として以下に示すような大規模水素製造プロジェクトの計

画が公表されている。 
 オランダ CrossWind プロジェクト：2023 年に洋上風力電力より 200MW の電解装

置で水素製造を開始する計画。 
 ドイツ Aqua Ventus プロジェクト：2025 年までに 10GW の洋上風力発電より 100

万トン/年の水素を製造する計画。 
 オーストラリア H2TAS プロジェクト：初期フェーズで 300MW，最終的に 1.7GW

の電解装置容量を目指す。主に輸出向けのアンモニアと国内向けの水素を製造する。 
 サウジアラビア NEOM P2G プロジェクト：スマートシティ NEOM のサイトにて

4GW クラスの電解装置による水素製造を行う。最終製品はアンモニア。 
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 主要電解装置メーカー各社は，上記のような水素製造プラントの大型化に伴い，電解装

置の大型化，電解装置製造設備の大規模化，およびそれらによる電解装置の低コスト化に

取り組んでいる。 
 本事業で想定する 300MW クラスの水電解装置の供給は，複数社の電解装置メーカー（表

4.1.2.1 表 4.1.2.2 のアルカリ形・PEM 形のメーカーなど）において問題なく供給でき

るものと考えられる。 
     
4.2.2  電解装置低コスト化の見通し 
 ITM Power(イギリス)は，すでに年間生産量 1GW の電解装置製造設備を稼働させたこと

を公表しており，他の電解装置メーカーも電解装置製造設備の大規模化を公表している。

電解装置 CAPEX の低減には，電解装置の大型化によるスケールメリットの効果，大量生

産によるコスト削減の影響が大きく，コストダウンのスピードは従来の予測を超えている

との報告がある。 
 「Hydrogen Insights Report 2021」では，図 4.2.2.1 に示すように，2030 年時点におい

て 230～380USD/kW のコストレベルを予測するとともに，蓄電池，太陽光発電，風力発電

の過去 10 年のコストダウンを参考に，さらなるコストダウンの可能性を示唆している。 
 
           図 4.2.2.1 電解装置 CAPEX の見通し 

   
            出典：Hydrogen Insights Report 2021, McKinsey & Company 
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4.3  洋上水素製造プロジェクトの調査 
4.3.1 洋上水素製造プロジェクトリスト 
 本 FS のほかにも，洋上風力による電力を利用したグリーン水素製造プロジェクトが複数

存在する。現在進行中および今後の実施が計画されている主なプロジェクトを表 4.3.1.1 に

示す。 
 特にヨーロッパでは，洋上風力による洋上水素製造が大規模なグリーン水素供給手段と

して位置付けられていることがわかる。 
 また，計画されている洋上水素製造設備はいくつかのタイプに分類可能であり，固定式

風車一体型，浮体式風車一体型，既存のジャケット設備への追加設置がある。本 FS のよう

に水素製造設備専用の浮体式プラントとして計画されているものは，調査した限りでは他

には無く，ユニークなコンセプトと考えられる。 
表 4.3.1.1 洋上水素製造プロジェクトリスト 

No. PJ 名 参画企業 水素製造量 浮体形式 対象地 電解装置 

1 
シエラ 

(Sea Era) 

MOLTech，NSY，大陽日酸， 

神鋼環境ソリューション 

？t/year 

（3MW） 
浮体式 日本国内 CNP PEM 形 

2 AquaVentus 

RWE，Reuther，Vattenfall，Shell， 

Gasunie，Siemens，Parkwind，MHI 

Vestas 

発電所規模：10GW 

100 万 t/yeaer 

（10GW） 

2035 目標 

風車一体型 

(固定式か浮体

式かは不明) 

ドイツ 

ヘルゴラント- 

ドッガーバーグ間 

不明 

3 H2MARE 
Siemens Energy，他 33 社 

発電所規模 14MW 
不明 

風車一体型 

(固定式か浮体

式かは不明) 

ドイツ 

北海 
PEM 形 

4 PosHYdon 

ネプチューンエネルギー，ネクスト

ステップ，TNO，Nel ASA、DEME 

Offshore など 

500kg/day 

（1.25MW） 
ジャケット式 

オランダ 

北海 
PEM 形 

5 Agnes 

Saipem 社，Agnes 社，QINT’X 

発電所規模：450MW，今後 620MW

増設予定（内風力発電 520MW） 

4t/day 

（？MW） 
ジャケット式 アドリア海 不明 

6 Dolphyn 
ERM 社，他 

 

900t/year 

（10MW） 

2027 年目標 

浮体式風車 

一体型 

イギリス 

アバディーン沖 
不明 

 

4.3.2  主な洋上水素製造プロジェクトの概要 
 表 4.3.1.1 に示したプロジェクトについて，概要を示す。主にヨーロッパを中心に洋上

風力発電の電力を利用したグリーン水素製造の開発が多く，国からの支援を受けて開発を

進めているプロジェクトも多い。 
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（１） シエラプロジェクト 

 日本国内でのカーボンニュートラルポート形成との連携を念頭に，主に水素燃料

船などへの水素供給を見据えた取り組みであり，洋上水素製造・水素燃料船などへ

の水素供給を兼ねた船舶の導入・その拠点を形成することを含んだプロジェクトと

なる。水素燃料の供給先となる船舶は，特に航行距離が比較的短い内航船を対象と

している。その他，製造されたグリーン水素は海洋施設の建設，自然災害時などの

自治体の BCP 対策としての利用も検討されている。 
 
（２） AquaVentus プロジェクト 

 ヨーロッパ北海での水素製造から，陸上の需要家への輸送に至るバリューチェー

ンに沿った一連のプロジェクト群を Aqua Ventus プロジェクトと呼ぶ（表 4-3-2）。
2035 年までに 10GW の洋上風力発電より年間 100 万 ton の水素を製造する計画と

なる。ヘルゴラント島を水素ハブにし，ヘルゴラント島からドイツ本土までパイプ

ラインを使ってグリーン水素の輸送を計画している。 
Aqua-Primus は AquaVentus のうちの最初の実証プロジェクトであり，洋上発電

用風車の基礎部分に電解装置を組み込む形で水素製造装置を開発する。14MW の洋

上風車を 2025 年までにヘルゴラント沖に 2 基設置を予定している。 
AquaSector も一連のプロジェクトに含まれており，AquaVentus プロジェクトの

概念実証としての位置づけを持ち約 300MW で年間最大 2 万 ton のグリーン水素を

製造予定となる。2028 年には AquaDuctus パイプラインを介してヘルゴラントに

グリーン水素を輸送する予定である。 
  
表 4.3.2.1 AquaVentus を構成するサブプロジェクト 
サブプロジェクト 内容 

Aqua-Primus 水素製造機能が統合された洋上風力タービンの開発 
Aqua Sector 大規模な洋上水素パーク 
Aqua Ductus 供給用パイプライン整備 
Aqua Portus 港湾インフラストラクチャー 
Aqua Campus 研究プラットフォーム 
Aqua Navis 海上水素基地の開発 
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図 4.3.2.1 AquaVentus のイメージ図 

  
出典：RWE HP 
https://jp.rwe.com/hydrogen/aquaventus 

 
（３） H2MARE プロジェクト 

H2MARE は表 4-3-2-2 に示す 4 つのプロジェクトから構成されており，新しい洋

上風力タービンを確立することを目的としている。ドイツ連邦教育研究省が水素経

済への参入を支援するために実施している 3 つのプロジェクトに含まれている。 
 
表 4.3.2.2 H2MARE を構成する 4 つのプロジェクト 

プロジェクト 概要 

H2Wind 洋上環境に最適化され，かつ洋上風力発電用タービンと調整

された PEM 型電解装置の開発に重点を置く。タービンの耐

久性と海水処理の課題に加えて，発電量に対するグリーン水

素の収率を最大化することが目的となる。 
Offgrid Wind 洋上風力タービンから直接電気分解を実現。 
PtX Wind 洋上風力発電から製造されたグリーン水素の，メタンやアン

モニアなど輸送しやすい合成エネルギーキャリア燃料への転

換へ取り組む。これらの合成エネルギーキャリアは空気や海

水から高温電気分解もしくは CO2 抽出によって得られる。海

水からの直接電解もこのプロジェクト内で検討されている。 
Transfer Wind 上記 3 つのプロジェクトを総合的に組み合わせて安全性・環

境問題・インフラストラクチャーの最適化などを検討する。 
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図 4.3.2.2 H2MARE の模式図 

   

出典：Siemens Energy HP 
https://press.siemens-energy.com/global/en/feature/global-energy-transition-w

ill-be-based-hydrogen-economy 
 

（４） PosHYdon プロジェクト 
オランダ北海に位置するネプチューンエナジーの Q13a-A プラットフォームで，3

つのエネルギーシステム（洋上風力，洋上ガス，洋上水素）を統合させるプロジェ

クトである。オランダの北海で初めて完全に電動化されたプラットフォームである。

パイロットプロジェクトとして位置づけられており，海上で作動するエネルギーシ

ステムの統合，洋上環境での水素製造について実用面での調査を行い，洋上環境が

電解装置にどのような影響を及ぼすかの確認を目的としている。製造されたグリー

ン水素はガスと混合され，既存のガスパイプラインを経由して陸上に輸送される。 
   図 4.3.2.3 洋上プラットフォーム① 

 
出典：NEPTUNE ENERGY HP 

https://www.neptuneenergy.com/esg/new-energy/poshydon-hydrogen-pilot 
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図 4.3.2.4 洋上プラットフォーム② 

 
出典：POSHYDON HP 

 
（５） Agnes プロジェクト 

浮体式洋上風力，浮体式太陽光，海洋エネルギーなどの再生可

能エネルギー源を一つのシステムに統合しグリーン水素を製造する技術である『SUISO』を

初めて適用したプロジェクトである。電解装置は使われなくなった既存の石油およびガスの

洋上プラットフォームを再利用し設置することで，既存設備のセカンドライフを提供するこ

とが期待されている。電解装置で製造された水素だけでなく，酸素も水産養殖や海藻生産な

どの分野で利用される。 
図 4.3.2.5 Agnes プロジェクト全体像 

          
出典：Agnes HP 

（https://www.agnespower.com/en/idrogeno-adriatico/） 
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（６） Dolphyn プロジェクト 

主にイギリス国内の輸送燃料の代替エネルギーとして使用される

ことを目的にグリーン水素を製造する。ERM 社の Dolphyn は沖合の浮体式洋上風

力発電から大規模なグリーン水素を製造するためのコンセプトデザインを指す。こ

のコンセプトはモジュール式の設計が採用され，係留された浮体式風車下部構造に

電解装置，海水淡水化装置等を統合し，風力発電による電力を使って海水からグリ

ーン水素を製造するものである。将来的に石油・ガスエネルギーがすべてグリーン

水素エネルギーへと転換した場合でも，アバディーンとその周辺のすべての石油・

ガス事業従事者を雇用するにあたって十分な規模の洋上水素製造システムをアバデ

ィーンに建設することが可能としている。2024 年にプロトタイプとして 2MW 分，

2027 年には 10MW の洋上風力電力を使用してグリーン水素を製造する。以後も

徐々に生産規模の拡大を計画している。2024 年での製造規模はアバディーンでの水

素需要の約 3 分の 1 を供給できるとしている。2027 年では水素をガスパイプライ

ンに混合させることでグリーン水素の用途を広げることを計画している。ERM 社

は 2065 年までにイギリス内のガス需要の 50%をグリーン水素で置き換えることが

できる規模の洋上風力電力水素製造所を建設予定。 
 
図 4.3.2.6 Dolphyn プロジェクト概要図 

 

   
（出典：ERM Dolphyn HP） 
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 図 4.3.2.7 浮体構造の概略図 

  
出典：ENERGY VOICE “Exclusive: ‘World first’ floating green hydrogen project 

coming to Aberdeen（2020/9/28）” 
https://www.energyvoice.com/renewables-energy-transition/267583/world-first-float

ing-green-hydrogen-project-aberdeen/） 
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（３）生産性への影響 
水電解システムの耐揺動性能としては，浮体の揺動解析等により想定される最も厳

しい条件に対しても耐える（壊れない）必要があるが，ある一定値以上の揺れに対し

て水素の生産を停止するという運用方法はリーズナブルな選択肢と考えられる。 
この場合，海象条件が水素の生産性に影響する。設置海域の海象データをもとに浮

体の運動解析を行い，荒天の頻度，水電解システムに備える対揺動性の技術的ハード

ルや経済的ハードルをもとに，経済的に最適な対揺動性能を備えるというアプローチ

が必要である。 
 
なお，浮体上に電解装置を設置する実例として、潜水艦に設置する酸素発生装置があり、

NEL 社の PEM 型水電解装置採用の報告がある。また、4.3 項には PEM 形水電化装置メー

カーである神鋼環境ソリューションが参加するシエラプロジェクトなど，浮体式の水素製

造プロジェクトがいくつか検討されている。 
浮体上に設置する電解装置としては、上述のような技術的課題があり，実証試験等の必

要性も考えられるが、成立する見込みは十分にあると考えられる。 
 
4.4.2   モジュール工法および塩害環境への適用 
（１）モジュール工法 
   FPSO 等の大型浮体式プラントでは，以下のような理由によりモジュール工法が採用

されることが一般的である。 
 浮体上の限られたスペースや造船所の限られた設備での作業に比べて高い作業

性，安全性が得られる。 
 複数のモジュール製作工場による並行作業も可能。 
 高生産性・低コスト地域でのモジュール製作が可能 
 
 本検討の電解装置は合計 300MW であり，造船所内の据え付け作業を最小化する

ためには，小さく細分化したモジュールよりも大型モジュールとするほうが望ましい

ため，１モジュール 100MW の電解装置モジュールとし，合計３モジュールとして

計画した。 
モジュール工法の際の課題は，基本的には既存の FPSO 等のモジュール工法と同

様と考えられる。浮体上のプラントのモジュールは浮体の運動に耐える強度を持つ必

要がある，浮体のひずみを考慮する必要がある，モジュールの製作コストや物流コス

ト等を考慮したコスト面の最適化が必要，などがあげられる。 
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図 4.4.2  FPSO へのモジュール搭載           

 
                       出典：日揮 HP より 
   
 
（２）塩害環境への適用 
  一般的に電気設備は塩害に対して弱く，変圧器，整流器，制御システムなど多くの

電気設備を有する電解装置システムは，塩害に対する保護を十分に考慮する必要があ

る。一例として風力発電の風車にはナセルと呼ばせる発電機などを収めた格納部があ

るが，陸上風車に対して洋上風車は対塩害用フィルター等により塩害対策が強化され

ている。 
洋上水素製造プラントの電解装置についても，塩害環境から保護するため屋内設置

とし塩害を考慮した換気設備等を設けた屋内型モジュールとして計画する必要がある。 
比較的大型の屋内型モジュールの例として，図 4-4-3 にモジュール型電気室の例を示

す。 
   

            図 4.4.3  モジュール型電気室 

       
            出典：Siemens HP より 
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4.4.3 省スペース 
 浮体上のプラントは，浮体をコンパクトにすることがコスト面で非常に重要であり，省

スペースな電解装置モジュールとする必要がある。省スペースな電解装置モジュールの設

計のためには以下のようなアプローチが考えられる。 
 コンパクトな電解装置タイプの選定 

電解槽の電流密度が大きいと電解槽を小さく出来るという特徴より，４－１－１項

に記載したように，PEM 形電解装置はこの点で有利であるといえる。 
 コンパクトなモジュール設計 

100MW の電解装置モジュールは，例えば 20MW 程度の標準電解装置ユニット 5 系

列のような装置構成になると考えられる。また，それぞれの標準電解装置ユニット

は，電解槽以外に熱交換器，ポンプ，気液分離器などの機器，および変圧器，整流

器などの電気設備などにより構成される。100MW の電解装置モジュールをできるだ

け省スペースに設計するためには，標準電解装置ユニットを２層，３層に配置する

ことも必要であり，そのための最適化設計が必要になる。このような標準電解装置

ユニットの最適化設計や 100MW 電解装置モジュールの最適化設計のためには電解

装置メーカーとの協業が必要であり，今後の課題となる。 
 
4.4.4  風力電力の季節変動，昼夜の繰り返し変動への追従性 
 電力の変動に対する電解装置への影響については，３－４項に記載した。 
 「安定部分電力型」においては，電解装置は平均稼働率 90％程度の安定した高稼働を期

待でき，電解装置のタイプによらず理想的な安定運転が可能となる。「余剰電力型」では平

均稼働率 50％程度と想定され，電解装置は幅広い運転範囲が要求される。この場合，アル

カリ形よりも PEM 形の方が運転範囲において有利であり，PEM 形が推奨される。 
 
4.4.5  運転容易性，メンテナンス容易性 
 洋上に隔離されている洋上プラントでは，陸上と比較し運転員にかかるコストが高い，

運転員確保のハードルが高いなどが考えられ，省人運転，あるいは無人運転が望ましい。

また，一般論として安全上も搭乗する人数は少ないほうが望ましい。 
水電解による水素製造は原理的に非常にシンプルであり，省人運転や無人運転に向いて

いるプラントといえるが，異常時や緊急時の対応とともに検討する必要がある。 
電解装置のタイプによる運転容易性，メンテナンス容易性については，アルカリ形，PEM

形ともシンプルな機器構成である点は同じである。両者の違いは以下が挙げられ，運転容

易性，メンテナンス容易性について比較すると PEM 形が有利であると考えられる。 
 PEM 形は純水を循環させ，アルカリ形はアルカリ溶液を循環させるため，機器のメ

ンテナンスを行う際の容易さは PEM 形が有利といえる。 
 アルカリ形は陽極と陰極を隔てる隔膜が多孔質性の膜であるため，一般的に電解装
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置を停止した際には酸素と水素の混合を防ぐために窒素によるパージが必要とされ

ており，PEM 形に対して不利といえる。 
 

4.5  浮体式水素製造設備のための水電解装置に求められる条件，課題 
 浮体式水素製造設備のための水電解装置に求められる条件，課題について以下にまとめ

る。 
(1) 浮体式水素製造設備においては浮体の揺動に耐える必要があり，陸上の耐震設計や

既存の FPSO 等の技術の流用により，浮体式の水電解装置が成立する見込みは十分

にあると考えられる。課題としては，浮体の傾きに耐える強度，常時揺れによる疲

労強度や締め付け部のゆるみなどが考えられ，実証試験の必要性も含めて検討する

必要がある。 
(2) 大型浮体式プラントでは，コスト・工期の点よりモジュール工法が一般的であり，

100MW の電解装置モジュールとして計画した。また，塩害環境から保護するため屋

内モジュールとした。モジュールの設計・製作は，既存の FPSO 等のモジュール工

法の技術や，モジュール型電気室の技術の流用により可能と考えられる。 
(3) 浮体式プラントのモジュールは省スペースとする必要があり，そのための電解装置

ユニットの最適化設計や電解装置モジュール全体の最適化設計が必要である。これ

らの検討のためには電解装置メーカーとの協業により効率的に実施するのが望まし

い。 
(4) 風力電力の変動に対しては，主にプラントの稼働率の問題ととらえることができる。

「安定部分電力型」は電解装置にととっては安定した高稼働が期待でき，理想的で

ある。「余剰電力型」では平均稼働率 50％程度と想定され，電解装置に対して幅広い

運転範囲が求められる。 
(5) 運転容易性やメンテナンス容易性については，電解装置システムは原理的にシンプ

ルであり，運転容易性，メンテナンス容易性は高いと考えられる。 
(6) PEM 形とアルカリ形の比較については，どちらも洋上水素プラントの電解装置とし

て採用可能であると考えられるが，より省スペースな配置の可能性，運転範囲の広

さ，運転・メンテナンス容易性の視点で，PEM 形が有利と考えられる。 
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第 5 章 プラントを設置する海域と海象及び水素プラントの想定を基にした、浮体形状係

留方式の調査・検討の実施及び基本計画の策定 

 

5.1 浮体の設計条件調査 

5.1.1想定海域の情報 

(1) 想定設置海域の選定 

想定する設置海域周辺の地図、水深を図 5.1.1.1および図 5.1.1.2に示す。 

ウィンドファームから電力の供給を受け、海底パイプラインへ製造した水素を出荷する

ため、いずれからも近い位置に設置することが条件となる。スコットランド沖には計画し

ている多くのウインドファーム（図 5.1.1.1の水色枠）と、北海のオイル＆ガスのために

張り巡らされたパイプライン（図 5.1.1.1の黄色線）があり、Aberdeen北東沖（図 5.1.1.1

の赤丸）付近を想定する。 

北海の水深は一部のノルウェー西部を除き 200m 以下となっており、設置海域の水深は

200m以下とする。 

図 5.1.1.1 : 設置海域 

 
出典：ISO 19901-1 Petroleum and natural gas industries – 

 Specific requirements for offshore structures 
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これらの形式の選定上のポイントとなる特徴を下表に示す。 

 

表 5.2.1.1 : 海洋構造物の形式ごとの特徴 

形式 
適用可能 

水深 
波浪中動揺への対応 

荒天海域への 

適応性 

搭載可能 

プラントサイズ 

GBS 40m以下 — 適用可能 大 

PIER 40m以下 
(浮体サイズに依存) 

適用不可能 大 

Jack Up 30m ～ 200m 
無視できる 

困難 小 

Jacket 450m以下 
無視できる 

困難 小 

TLP 
300m ～ 

1500m 

固有周期を波周期から外

す浮体形状を選択 
適用性大 中 

SS 
70m ～ 

1000m 

固有周期を波周期から外

す浮体形状を選択 
適用性大 中 

PONTOON 2000m以下 (浮体サイズに依存) 適用可能 大 

SPAR 
300m ～ 

2000m 

固有周期を波周期から外

す浮体形状を選択 
適用性大 中 

 

 

形式 特徴 

GBS 海底地盤に着底させた海洋構造物 (Gravity Base Structure) 

PIER 防波堤などに係留させた浮体式海洋構造物 

Jack Up 海底に脚を降ろし、Hull を水面上に昇降させて使用する海洋構造物 

Jacket  海底に着底させたジャケット式海洋構造物 

TLP  緊張係留方式を用いた浮体式海洋構造物 (Tension Leg Platform) 

SS 
Heave 固有周期を長くするよう水線面積を小さくした浮体式海洋構造物 
(Semisub structure) 

PONTOON 船型ないし箱型の Hull を用いた浮体式海洋構造物 

SPAR 
Heave 固有周期を長くするよう排水量に比して水線面積を小さくした浮

体式海洋構造物 
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上表に示したように、水深が浅く、かつ波浪の低い海域であれば、GBS や Jacket

などの方式が適用可能であるが、その様な海域は限定的である。特に本件のように、

プラントシステムに必要な搭載エリアの容積とフットプリントが大きい場合において

は、PONTOON 形式の FPSO が適当であると言える。 

 

PONTOON 形式の場合の動揺 

その上下揺れ(Heave)及び横揺れ(Roll)の固有周期は、浮体寸法、排水量、重心高さなど

に依存する。この固有周期が設置海域に来襲する波の周期から外れるよう、初期設計時に

浮体寸法などを選定することが肝要である。 

なお、係留方法については次章で取り上げる。 

 
図 5.2.1.2 : 船の運動 
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5.3  浮体の検討 
5.3.1 区画配置 

5.2 項で PONTOON 形式を選定したので、本件で検討した浮体の全体配置図と中央断面

図を下に示す。 
 
図 5.3.1.1 : 全体配置図 

 
 

図 5.3.1.2 : 中央断面図 

 

出典：JMU 作図 
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(a) 浮体は PONTOON 形式の通常の船型とし、水素プラントを搭載することが可能な

船倉（HOLD）容積を持つものとした。 

(b) 船体構造は、中央断面図に示すように、二重船殻とし内側の HOLD 部を囲んだ。こ

れは、以下の目的を果たすためである。 

- 水素製造の電解槽を保護する 

- 仮に外部からの損傷で浸水しても、転倒、沈没しない 

(c) HOLD 以外の各区画は、以下の要件を考慮して、寸法及び配置を決めた。 

 
・ Water Ballast Tank (WBT) 

海水を取排水することで船体の傾きを調整し、重心を下げて船の安定性を確保する。 
・ FWT（Fresh Water Tank） 

船上のプラントで海水を淡水化、脱塩化した清水を貯蔵する。この清水を電気分解に

使用する。 
・ Passage （Pass） 

船体の前後方向に通じ、管やダクトなどの区画と、人が移動できる区画を確保する。

これにより、波の打ち込みから管やダクトを保護するとともに、悪天候でも乗組員が

船の前後に安全に移動することができる。 
・ 居住区  

プラント運転、点検、メンテナンスのための作業員の居住施設、定員 25 名を想定す

る。乗下船のためのヘリコプターデッキを設置。 
 

下図に側面から見たデッキ以下の区画配置を示す。船尾から順に以下の区画を配置し、

各区画間は水密隔壁で隔てるものとする。赤線で囲われた区画が水素に関わる区画である。 
- Aft Peak Tank（APT) 

- Aft Machinery Space  

- 淡水化装置 区画  

- 電解槽 Hold x3 

- 水素圧縮装置 区画  

- 電気設備 区画 

- Fore Peak Tank（FPT） 
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電力供給は電気設備区画の左舷側、デッキレベルのライザーポーチを介し、電線（2 本）

によって、水素のオフローディングは水素圧縮区画の右舷側、同じくデッキレベルのライ

ザーポーチを介し、水素ホース（1 本）によって行われる。 
 

図 5.3.3 : 区画配置 

 

 
(d) その他 

大型クレーンを、居住区関連の糧食などの消耗品、及びプラントのメンテナンス機

器のハンドリングをするため、居住区前に設ける。クレーンのブームは、舷側に係

船したサプライボートなどと積荷をやり取りするのに十分な長さを持ったものとす

る。 
 

5.4  浮体の概要 
 
5.4.1  主要目  

全長 272.0 ｍ 

全幅 45.0 ｍ 

深さ 21.0 ｍ 

喫水 10.0 ｍ 
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5.4.2 イメージ図 
係留方式については第 6 章で検討されているが、多点係留と 1 点係係留とではイメージが

大きく違うので、浮体のイメージとして両方の形式について作成した。 
 
(1) 多点係留の場合 

図 5.4.2.1 多点係留浮体イメージ図 
 

 
 
(2) 1 点係留の場合 

図 5.4.2.2 1 点係留浮体イメージ図（参考） 

 
 
注記）1 点係留装置については、技術開発要素が多くあり形状等未定である為、全体のイメ

ージに留める。 
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第 6 章 係留装置についての、電力の受け取り・水素ガスの送ガス・緊急時の対応などの

想定される検討項目を含めた装置の調査及び技術課題の整理 

 

6.1   係留方式の調査 

6.1.1   係留方式種類 

FPSOに適用される一般的な係留方式を以下に示す。 

図 6.1.1.1 : Spread Mooring 

 
出典：MODEC 
 
図 6.1.1.2 : Yoke Tower 方式 

 

出典：SOFEC 
 
 

FPSOの船首部と船尾部から多方向

にカテナリー係留ラインを張った

係留方式。比較的穏やかな海象の海

域に適している。Weathervane する

(外力の合計方向に従って回答する)
ことはほとんど出来ない。 

着底したTowerと船体がYokeによって結

合し、Tower の Swivel によって 360 度回

転することができる。Tower を着底できる

浅瀬で穏やかな海域で採用される。係留力

は Yoke 部にかかる重量または浮力の水平

方向分力による。 
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図 6.1.1.3 : Buoy Type 方式 

 
出典：NOV 
 
図 6.1. 1.4: External turret 方式 

 
出典：Yinson 

海底から係留された Bouy と船体が

係船索によって係船し、Bouy の

Swivelによって 360度回転すること

ができる。Bouy が固定されているの

で、1 点係留の設備を有する船舶は

使用することができるので、船舶の

湾内の荷役に使用されることが多

い。 

船首部に Turret が設置され、Turret
は Upper Bearing と Lower Bearing
で船体と結合し、Turret の下方の係留

索で海底から係留される。Turret の

Swivelによって360度回転することが

できる。係留力次第で深水域でも採用

可能である。油田用の FPSO のように

喫水が深く乾舷が小さい場合には、

Turret部の張り出しを鎌首を持ち上げ

た様な形状とし、Swivel 部を水面より

離す。 
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6.1.2  Spread Mooring 適用の可能性 

本浮体式構造物において Turret を用いた係留方式を適用しなければならない場合、受電

のために大電流に対応したスイベルを必要とし、実現性やコストに影響が大きいことから、

Turret を用いない Spread Mooringの適用の可能性について、調査した。 

 

Spread Mooring が適用可能か否かの判定ポイントは以下である。 

A) 高波浪が襲来する方角が限定されているか 

B) 風波とうねり波のように複数の方角から大きな波高の波が襲来するか 

C) Weathervaneして波入射角を小さくする必要があるか 

D) LNG 液化プラントの気液分離器のように動揺及び準静的傾斜が影響する機器があり、

横揺れ動揺の影響がシビアであるか 

E) FPSOのプロダクトを輸送するシャトルタンカーなどの船を荷役時にFPSOに係留する

必要があり、それが可能となる穏やかな海象の発生確率、発生間隔が問題となるか 

 

これらの条件のうち、D)については水素製造プラントには該当する機器は無いと考えら

れる。また、E)については生成した水素ガスをパイプ経由で払い出すゆえ、輸送船を FPSO

に係留する必要がなく、該当しない。よって、本 FPSO においては、A)～C)の設置海域の

海象条件に依存する事項がポイントとなる。 

 

図 6.1.2.1 に北海とその他の地域における FPSO についての 2013 年時点での係留方式の

割合を示す。東南アジアの台風の襲来する地域では、Spread Mooring の適用率が低いが、

北海では 50%近い FPSOで用いられており、適用が可能なサイトが北海に多いことが分かる。 

 

図 6.1.8 に 1981 年から 2010 年の間のスコットランドにおける平均波高と平均波向きを

調査された結果を示す。これを見ると例示された 4つのサイトのうち、右下のサイトの夏

季の期間を除き、波向きの範囲が限定されていることが分かる。右下のサイトの夏季の期

間は波高が低いことから、少なくともこの例示の 4サイトにおいては、夏冬の波高の高い

時期に、波向きが限定されていると言える。 

荒天時の波高が極端には厳しくなく、かつ波向きが限定されているサイトにおいては、

ウェザーベーンする必要性が低く、Turret Mooring ではなく、Spread Mooring が適用可

能であると考えられる。 
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実際の係留方式の選定においては、設置サイトの決定と、そのサイトにおける海象デー

タの確認が必要であるが、現段階では Spread Mooring を前提とするのが適当と思われる。 

 

図 6.1.2.1 北海における FPSO の係留方式 

 

出典：Petroleum Technology Initiative 
 
図 6.1.2.2  Wave Height in Scotland 

 

出典：Marine Scotland 
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6.1.3   課題点 

(1) 係留方式の選定においては、設置海域の海象条件、及び高波浪の入射方向の分布に

ついて、情報の入手・設定が重要である。設置海域における海象計測が実施されて

いない場合には、過去の気象情報から hindcastにより波浪推定を行う必要がある。 

(2) また、設置場所の水深も係留方式の選定、係留システムの要目の検討に重要である。

特に、水深がある程度以上浅い場合、カテナリー係留を用いることが困難となるゆ

え、Spread Mooringなどが適用できないゆえ、海底にジャケットなどを立てること

を考えなければならない。 

 

いずれにしろ、更なる詳細検討のためには、設置海域・設置場所の選定が必要である。 

 

6.2   供給電力の受け入れ方式と、水素のオフローディング方式 

6.2.1  調査 

(1) 多点係留方式 

洋上水素浮体の向く方向が限定され、浮体の水平面内の回転の影響が小さい場合に

は、浮体と海底を繋ぐ電力ケーブル及びガスパイプは、舷側より垂らす方式とする。 

(2) 1点係留方式 

浮体が weathervaneする必要があるなどにより、この（1）方式が適用不可能である

場合、turret経由で接続することとなる。ガスパイプについては、LNGの FPSO など

で実績があるゆえ問題無いが、電力ケーブルについては、本件で想定しているほど

の大電力に対する適用実績が無い。 

 

6.2.2 swivelについて調査 

前項 6.2.1（2）課題が有るので、大電力を turret 経由で送電するために用いる swivel

について調査した。 

 

以下に 2010 年に SBM Offshore社が発表した資料からの抜粋を示す。 

大電流を送電する場合、電流抵抗とそれによる発熱が問題となるゆえ、より高電圧(HV: 

High Voltage)を用いることが必須となる。図 6.2.2.1に高電圧用 swivelを用いた実績例

を示す。turret に組み込んだ場合、液体、ガス、電力、信号など用の swivel を上下に並

べた swivel stackの中に、図 6.2.2.2に示すような HV用 swivelを配置することとなる。
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1つの swivelで全容量に対応できない場合は、複数の swivelを上下に並べる。 

 

図 6.2.2.3に 2010年における SBM Offshore社の HVswivelの開発計画とその適用可能範

囲を示す。 

 

図 6.2.2.1 : FPSOs with HV swivel

 

出典：SBM Offshore 
 

図 6.2.2.2 : HV swivel

 
出典：SBM Offshore 
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図 6.2.2.3 : HV swivels

 
出典：SBM Offshore 
 

6.3 課題点と提案 

(1) 2010年ころには、洋上基地における電力需要を陸上から給電することで温暖化ガス

の排出を少なくするというコンセプトと、Gas to Wire (ガス田のガスで発電して陸

上に給電する)というコンセプトが注目されており、上述の SBM Offshore 社の開発

もそれらをターゲットとしたものである。しかし、その実施例は少なく、大容量の

HV swivelの開発及び適用実績も余り進んでいない。 

(2) しかしながら、ここ数年の浮体式風力発電装置や、Green Hydrogen, Green Amonia

などのコンセプトへの機運を受けて、HV swivel の開発は再燃し、より大容量なも

のの開発が進むと期待される。今後とも SBM Offshore社に限らず、HV swivelを製

作する会社の動向に注目する必要があると考える。 
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第 7章 浮体水素設備傭船方式の事業モデルの初期検討 

 

7.1 本章の目的 

本章ではスコットランドにおける洋上水素プロジェクトの事業モデルの初期検討を行った。 

 

7.1.1洋上水素プラントの事業性を考察するうえで最も重要な要素は 2つある。 

 

7.1.1.1 第一は、電解方式水素製造過程で必要となる水と電力の確保である。水は海水を

淡水化することで確保する為問題なく調達できるが、電力は近隣の洋上風力発電からの電

力供給に頼るものである。電力が安定的に供給されなければ水素プラントは安定的に稼働

できない。 

従って、電力事業者から如何に安定的に電力の供給を受けるか契約上の規定が重要になる。 

風力発電は年間の風力変動乃至昼夜の電力変動により発電量が変位することが想定される。 

又発電事業者は電力需要家との間で売電契約を締結して事業を成立させることが通常基本

にある。そうした環境の中で、いかに電力を水素事業に安定的に供給させるかが水素事業

を成立させるうえで重要である。 

 

7.1.1.2 第二は製品たる水素の水素需要家への長期安定販売の確実性である。製品が販売

できなければ事業は立ち至らなくなることは自明である。従って長期販売契約を締結する

など安定的製品販売を担保する必要がある。このように洋上風力発電、水素製造、水素販

売は一連のサプライチェーンとなりこれらが一体化し不可分な仕組みを作ることが水素事

業の成立の重要要件となる。 

即ち水素を単一事業として成立させることは難易性が高く、水素事業への参画企業を募る

うえでの重要な解決要件となる。 

 

 7.1.2 洋上水素製造設備を傭船する事業形態の考察 

そこでもう一つの事業形態として洋上水素製造設備を傭船する事業形態が考察できる。 

即ち本プロジェクトを水素事業としてではなく傭船事業としてみるものである。 

傭船事業者は洋上水素製造設備を設計、建造、保有し水素製造し販売を志向する水素事業

者に対し傭船する。傭船事業者は設備の完工と事業期間における適正な保守運転による設

備の稼働に対し責任を負う。即ち設備が稼働状態にある限り、傭船事業者は水素事業者か
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ら確定傭船料の支払いを受ける。これは先に記述した、電力が供給されないリスク、水素

の販売が成立しないリスクを水素事業者が負担する形態である。 

但し傭船事業者の責めにより設備運転ができない場合、傭船料は支払われない。 

こうして傭船事業者と水素事業者の間で長期傭船契約を締結し水素事業者は傭船事業者か

ら浮体式水素製造設備を傭船し、且つ電力供給リスクと水素販売リスクを負いながら水素

事業を推進する。傭船事業者の収益源は水素事業者から支払われる傭船料である。従って

傭船事業の場合は電力供給リスクや水素販売リスクには依拠せず事業を成立することにな

る。 

 

7.2 この様に本プロジェクトを水素事業としてみるか、または傭船事業とみるか二つのパ

ターンで専門弁護士事務所と共同でリスクの分析を取り纏め、以下に King & Spalding 法

律事務所（King & Spalding Tokyo office）と共同で行った事業パターンとシナリオの分

析結果について詳細内容を記す。 

 

7.2.1 ビジネスモデル分析初期検討結果 

7.2.1.1 事業モデル及びストラクチャーに関する検討・分析 

本件水素プロジェクト（以下で定義される）の近くに建設される洋上風力発電プロジェク

トによってつくられる電気エネルギーを電源とする電解プロセスを活用することを企図し

て実施されるスコットランドにおけるグリーン水素製造設備プロジェクト（以下、「本件水

素プロジェクト」又は「本件プロジェクト」という。）への参画に関して、本件プロジェク

トの事業モデル及びストラクチャーに関する検討・分析を行った。  

 

本件水素プロジェクトは、スコットランド国際開発庁（スコットランドの貿易及び海外か

らの直接投資を所管する行政機関）が協力を行っている。 

特に、日本企業にとっては、EPCI（設計・調達・建設・据付）及び O&M（運転管理・保守点

検）作業（EPCI 及び O&M を総称して、以下、「本件作業」という。）に参画する機会が与え

られる可能性がある。 

 

本件水素プロジェクトの推進が決定された場合、日本企業は、以下の通り各役割を担うこ

とが想定される。 
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１）日本の造船メーカーは浮体式洋上プラットフォームに関する役割の一部を担う及びプ

ラントメーカーは洋上電解装置及び浮体式洋上プラットフォームの建設を担う、可能

性がある。 

２）日本の造船会社と海運会社は、本件水素プロジェクトを実現する上で必要な独自の保

守運転等専門性を活かした役割を担いながら、別途設立されるプロジェクト会社の本

件プラットフォームに関する保守運転の一部に関与する可能性がある。 

３）J-DeEP は、プロジェクト会社に投資参画する企業を模索する。これらには水素事業に

関心を持つ、総合商社、電力会社、石油会社及びスコットランドの事業会社などが想

定される。 

 

7.2.1.2 構成可能なストラクチャーの検討 

今後の評価及び設計次第ではあるが、本件作業の内容として、基本的にプロジェクト会社

が浮体式水素製造プラント（「水素プラント」）を建造設置する。建設後は当該水素プラン

トにおいて水素を製造し海底パイプラインを通じて陸地へ輸送する。 

プロジェクト会社は顧客に対して販売契約に基づき水素売却代金を受け取る。 

或いは、プロジェクト会社がその顧客に水素プロジェクトの設備を利用（リース）させて

その顧客自らが水素を製造してから市場へ売却すること、又はその顧客が自分たちの目的

のために利用できるようにするためのトーリング契約の提案を行うことが想定される。 

 

本調査は、本件水素プロジェクトに関して水素プラントの設置場所及び水素輸送の方法の

２つのシナリオについて調査を行っており、その一環として、本件水素プロジェクトにお

いて構成可能なストラクチャーを以下の通り検討している。 

 

① 自ら本件プラットフォームを保有、水素販売を行う販売契約オプション 

 

② （洋上オプションの場合のみ）傭船契約に基づきプロジェクト会社に対し製造設備

を提供するチャーターオプション 

 

③ 顧客に対し水素製造機能を提供するトーリングオプション 

 

上記のいずれのオプションも本項において解説している。 
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7.2.2. シナリオ別検証 

 

シナリオ１：水素プラントの設置場所による３つのケース 

 

ケース１：浮体式洋上水素プラント 

１）契約ストラクチャー 

プロジェクト会社：  

(a) 本件水素プロジェクトに関する所有、開発、ファイナンス及びオペレーションを行う。 

この場合、プロジェクト会社が EPCI業者から浮体式プラットフォーム及び電解装

置を購入し、O&M サービスの提供に関する O&M 契約を通して O&M業者を確保する。 

 

 造船会社及びプラントメーカーは、EPCI業者の役割（浮体式プラットフォームの建設、

水素製造の為の電解装置等プラットフォーム上の上物施設の建設）に関し関心を持つ。

且つ、両方又はそのいずれか一方が、保守点検業者としての役割を担う可能性がある。 

 日本の造船会社は共同で、浮体式プラットフォームの建設及び保守点検業務の役割の

一部を担う可能性がある。 

 日本の海運会社は本件プラットフォームの保守運転業務の役割の一部を担う可能性が

ある。  

 

(b) O&M 業者と共同して、EPCI業者から本件水素プロジェクトの浮体式プラットフォーム

及び電解装置をチャーターする。 

上記(a)及び(b)の場合、プロジェクト会社は、その顧客との間で、浮体式プラットフ

ォームおよび電解装置を利用して電気を用いて水を水素に変換するためのトーリング

契約を締結する。 

プロジェクト会社が設立される法域は、連合王国となる可能性が高い（ただし、税務

アドバイスの内容次第で最も税務効果のある場所での設立が求められる）。  

 

(c) 日本の総合商社等と協力して、本件水素プロジェクトを実施するプロジェクト会社へ

出資する企業を模索する。 

事業参画者は、デユーデリジェンス（Due Diligence）による本件プロジェクトの実現

可能性及び社内承認を条件とする。 
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備考：隣接する洋上風力発電のプロジェクト会社又はスポンサーが洋上水素プロジェ

クトへの出資に興味を示すかどうか。その場合、水素プロジェクトのスポンサーとの

関係で利益相反が生じる可能性がある。もし水素プロジェクトが洋上風力発電プロジ

ェクトから電力を確保する場合、洋上風力発電プロジェクトのスポンサーは、かかる

取引において買主と売主の両方の立場に立つことになる。洋上風力発電プロジェクト

のスポンサーの立場からすれば、水素プロジェクトに対する電力の販売価格をより高

く設定するインセンティブが働く（洋上風力発電プロジェクトにおける電力の販売対

価から収益を得るため）し、洋上風力発電プロジェクトに対して権利を執行すること

について消極的になる可能性がある（洋上風力発電プロジェクトにおける電力の販売

対価から収益を得るため）。この場合、かかる利益相反に対処するための手続を準備し

ておく必要がある。また、長期電力売買契約（PPA）の中で、電力不足時における水素

プロジェクトに対する電力の最低割当量を含む条件等を検討することが重要となる。] 

 

 EPCI業者： 

造船会社（浮体式プラットフォーム）及びプラントメーカー（電解装置）は、浮

体式プラットフォーム及び電解装置についてプロジェクト会社に対し EPCI 業務

を提供する可能性がある。造船会社は一部浮体式プラットフォームにＥPCI 業務

を提供する可能性がある。   

 O&M業者： 

造船会社（浮体式プラットフォーム）及びプラントメーカー（電解装置）は、本

件プロジェクトの保守点検の一部乃至全部について業務を提供する可能性があ

る。  

 海運会社は、本件プラットフォームの運転業務の一部役割を担う可能性がある。 

 

(d) プロジェクト会社が、O&Mの経験を有するスポンサー企業から技術指導契約（TSA）に

基づく支援を受けながら独自に O&Mを行うか、(b)プロジェクト会社が第三者である O&M

業者（上記参照）を独自に選定するかについては今後検討を要する。  

 

当該選択は、以下の要因により異なる可能性がある。 
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 O&M契約又は技術指導契約（TSA）を通じて十分な支援を提供するために必要な経

験を有しているか否か、また、O&M契約又は TSAの条件。 

 プロジェクト会社が自ら O&Mを行うことを貸付金融機関に受け入れられるか否か。

貸付金融機関としては、プロジェクト会社がコストを最小化し、必要な O&M手順

及び支出を削減できるのか懸念を示す可能性がある。この問題については、毎年

O&Mプログラム及び予算を承認する金融機関側の技術アドバイザーを通じて対処

することが考えられる。 

 

２）本件水素プロジェクトのためのファイナンス（借主：プロジェクト会社） 

市場における先例がないため、まずコーポレートファイナンス（プロジェクト会社ス

ポンサーによる保証付き）に基づき本件プラットフォームの建設への融資を行い、本

件プロジェクトの運転が開始され、金融機関の定める完成検査を通過した後に、長期

のプロジェクトファイナンスを組成することが考えられる。また、水素販売契約に基

づく水素購入者（又は、トーリングモデル（以下(2)で定義される）の場合はプロジェ

クト会社の顧客）の信用力も影響を及ぼし得る。 

 

水素プラントに関しては、以下の２つのストラクチャーが考えられる。 

 

(1) EPCI売却＋O&Mオプション： 

このオプションでは、J-DeEP の会員会社（上記参照）及び IPC はプロジェクト会

社に対し設備（浮体式ユニット及びその上物の電解装置）の建造契約を行い建設、

O&M 業務を提供するために雇われることとなる。この場合、プロジェクト会社は、

(a)水素の販売代金（販売モデル（以下(2)で定義される）の場合）又は(b)電気を

水素に変換することに対するサービス料（トーリングモデルの場合）のいずれか

によるキャッシュフローを使って設備の購入に対しファイナンスする必要がある。

これは、プロジェクト会社が借主となる場合として上記で言及されているケース

である。 

 

(2) チャーター＋O&Mオプション： 

このオプションでは、別途設立される本件プラットフォームを所有する特別目的

会社（保有特別目的会社）が所有権を保有し、プロジェクト会社に対して設備を
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チャーターし、プロジェクト会社に本件プラットフォームをチャーターアウトす

る。O&M業務は保有特別目的会社が提供するかプロジェクト会社が個別にＯ＆Ｍ会

社と締結する形態となる。この場合、保有特別目的会社自身で、設備の建設及び

運営に対してファイナンスする必要があり、それらはチャーター費用により返済

に充てられる。その後、プロジェクト会社は、(a)水素の販売代金（販売モデルの

場合）又は(b)電気を水素に変換することに対するサービス料（トーリングモデル

の場合）のいずれかによりキャッシュフローを確保する。 

 

備考：チャーター費用とは、チャーターオプションにおいて、本件水素プロジェク

ト設備のチャーターに関してプロジェクト会社と保有特別目的会社（本件水素プロ

ジェクト設備所有者）との間で締結される傭船契約に基づきプロジェクト会社から

保有特別目的会社に対して支払われるべき対価として合意される費用をさす。 

 

３） 電力の購入手段 

本件水素プロジェクトで用いる電力は、以下のいずれかの方法により確保すること

が考えられる。 

 

(1) プロジェクト会社によって、洋上風力発電又は陸上グリーン発電により得られた電

力を確保する。プロジェクト会社は、長期の電力購入契約（PPA）を通して、洋上風

力発電プロジェクトから電力を購入し、電力ケーブル（当該ケーブルの費用は、そ

の全部または一部をプロジェクト会社が負担することになる可能性が高い）を使っ

て水素プラントに供給することが考えらる。その後、電力は、プロジェクト会社が

電解装置を使って水を水素と酸素に分解するための設備運転に使用される。プロジ

ェクト会社は製造された水素を所有し、その顧客との間で水素販売契約を締結する

（プロジェクト会社は、水素の販売代金を収入源とする。以下、「販売モデル」とい

う。）。この場合、プロジェクト会社は、PPA上の義務を負い、電力を水素に変換し、

水素をその顧客に販売するというリスクを取ることとなる。 

 

(2) プロジェクト会社は、トーリングをベースとした水素プロジェクトサービス（グリ

ーン電力を水素に転換するための設備の提供）を提供する。この場合、顧客は、電

力を（洋上風力発電プロジェクト又はその他の電力供給者から）確保し、水を水素
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と酸素に分解するための電解装置の機能を購入し、製造された水素を自己の目的の

ために利用するか、又は自己の顧客に販売する。プロジェクト会社は、トーリング・

フィーを収入源とする。これにより、プロジェクト会社は、顧客に水素を販売する

ために使用する電力を購入するために PPA上の義務に拘束されるリスクを負わずに

済むため、プロジェクト会社のリスクは低減する。プロジェクト会社のリスクは、

電力を水素に転換するために顧客に対し約束した機能の基準を満たすだけの電解装

置の機能を提供しなければならいことにある（以下、「トーリングモデル」といい、

プロジェクト会社は、顧客に対して本件水素プロジェクト設備において当該機能を

提供する対価として、トーリング・フィーを受領する。）。 

 

４）水素の販売方法 

LNG の販売に関する動向を踏まえると、以下の２通りのモデルが考えられる。 

 

(1) 販売モデル 

(2) トーリングモデル 

 

各モデルに関する詳細な検討は、以下の通りである。 

 

(1) 販売モデル: プロジェクト会社は、電気を購入し、水を水素と酸素に分解した上で、

自己が PPA上のテイク・オア・ペイ条項から免責されるための安定したキャッシュ

フローを確保し、また、(a)本件水素プロジェクト設備を確保するために貸付金融機

関に対して支払いを行うか、 又は(b)本件水素プロジェクト設備のチャーターの対

価である傭船料を保有特別目的会社（上記参照）に対して支払うための十分なキャ

ッシュフローを確保するために、テイク・オア・ペイ条項付き売買契約に基づき製

造された当該水素を販売する。 

末端消費者への水素の輸送は、物流の状況次第で、(a)パイプライン又は(b)船舶で

の輸送（あるいはその両者の組み合わせ）が考えられる。 

キャッシュフローは、水素の販売によって生み出される。コストには、電力のコス

ト、O&M コストだけでなく、本件水素プロジェクト設備を確保するために必要なフ

ァイナンス又はチャーターのためのコストが含まれる。 
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(2) トーリングモデル：プロジェクト会社は、(a)電気と水を独自で調達し、(b)水を水

素と酸素に分解し、(c)水素を販売する顧客に対して、水素プラント機能を提供する。 

トーリング・フィーは、当該設備が所定の機能を備えている限りにおいて、顧客が

設備を利用するか否かに関わらず、固定とする。これにより、貸付金融機関の要求

を充足し、又は特別目的会社に対する傭船料の支払いをするためのキャッシュフロ

ーの安定性を確保することができる。トーリング・フィーを支払う顧客の信用力（又

はバックアップ信用保証）は、本件水素プロジェクトに対する金融機関による融資

可能性に影響を及ぼす。また、プロジェクト会社は、固定及び変動する O&M 費用を

支出する。これらのコストは、トーリング契約を通してプロジェクト会社の顧客に

転嫁する必要がある。 

キャッシュフローは、トーリング・フィーによって生み出される。 

 

注：トーリング・フィーとは、トーリングモデルにおいて、本件水素プロジェクト

設備の機能の提供に関してプロジェクト会社とその顧客（例：水素製造事業者）と

の間で締結されるトーリング契約に基づき顧客からプロジェクト会社に対して支払

われるべき対価として合意される費用をさす。 

 

(3) 船舶による水素の輸送は、パイプラインを使って一顧客に対し水素を輸送する場合

と比較して、潜在的に顧客ベースを増やすことができる。 

 

５）プロジェクトリスクの分析 

水素の販売はまだ成熟した市場ではないものの、グリーン経済の発展のため期待され

る需要の波に乗って間もなく成熟することが予想される。現時点では水素に関する世

界規模での存続可能なスポット市場は存在しないものの、水素の需要及び製造が増加

すれば状況は変わる可能性がある。水素の売買に関する潜在的なスポット市場とは別

に、本件水素プロジェクトは、以下の２つのいずれかのストラクチャーによる。 

 

(1) 販売ストラクチャーによる販売収益 

(2) トーリングストラクチャーによるトーリング・フィー 

 

本件水素プロジェクトには、以下の項目を含む典型的なプロジェクトリスクが内在す
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る。 

 

(1) 顧客のクレジットリスク：売買契約又はトーリング契約に基づく支払義務の不履

行。顧客が債務不履行に陥った場合、新たな顧客が見つかるまでの間、すぐに活

用できるスポット市場がない。 

緩和策 

• クレジットサポートの要求 

• 顧客ベースの多様化 

• キャッシュフローを安定化させるためのテイク・オア・ペイ条項 

 

(2) 発電プロジェクト供給者のパフォーマンスリスク（販売モデルでは水素プロジェ

クトにおけるプロジェクト会社のリスク（トーリングモデルにおいては顧客のリ

スク））： 

緩和策 

• クレジットサポートの要求 

• 電力供給リスクをトーリングの顧客に転嫁するためのトーリングモデルの導

入 

• 電力のオフテイカーとしてのプロジェクト会社のために PPAに履行保証及び損

害賠償の予定条項の挿入 

 

(3) プロジェクトごとのリスク：本件水素プロジェクトには、完工遅延、稼働不良等の風

力発電プロジェクトにおけるパフォーマンスリスクが内在する。 

緩和策 

• 発電プロジェクトの遅延に関する損害賠償の予定条項の挿入 

• 入手可能な第二の電源の確保 

 

(4) 技術リスク：電解設備が予定されたレベルで稼働するか否か 

緩和策 

• 電解設備がパフォーマンス基準を満たしていることを確保すべく、EPCI業者の

ためのパフォーマンス基準及び完工テストを定める 

• 良好な実績を有する EPCI業者の選定 
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• 建設中は企業保証ベースの融資を調達し、完工時に長期のプロジェクトファイ

ナンスを組成する。建中融資から長期のプロジェクトファイナンス融資への切

り替え又は建中融資返済のための長期のプロジェクトファイナンス融資の実

行のためのファイナンス関連書類に完工テストを盛り込む。EPC契約上残され

た重大な問題点がないか、パフォーマンステストを満たしているか並びにトー

リング契約、売買契約及び PPAが効力を有するかという点を含む前提条件の充

足を貸付金融機関の技術専門者が確認する 

 

(5) ファイナンスリスク：金融機関がスポンサー保証又はプロジェクトファイナンスに基

づく融資を行うか否か 

緩和策 

• 長期のプロジェクトファイナンスを行う貸付金融機関の懸念を払拭すべく上

記の緩和策を導入する 

 

(6) 海洋環境リスク：海洋環境により、本件水素プロジェクトの円滑なオペレーションが

妨げられることはないか。海象データ（波作用量及び嵐）の慎重な分析、電解設備の

オペレーションに関する技術的側面からの情報の調査及び確認が必要。 

海洋環境に応じたオペレーションを行うために発生する可能性のある追加 O&M コス

ト。 

海底ケーブルによる電力の損失、陸上送電ケーブルよりコストの増加。 

 

また、グリーン水素が船舶での輸送により販売される場合、本件水素プロジェクト

のプラントは、水素が既存のパイプラインを通して輸送されるケースに比べてより

幅広い潜在的な顧客層へのアクセスが可能になることにより、グリーン水素グロー

バル市場におけるグリーン水素価格の増額分から収益を得る。 

 

本件水素プロジェクト及び同プロジェクトへの出資は、近くの単一電力源にのみ依

存する場合、リスクに晒されることになるため、別の電力源からの電力の確保の選

択肢を持つことは、必須ではないものの、有利なものとなる。短期の電力供給の停

止があった場合で、浮体式プラットフォームにおけるバックアップ電源を用いた場

合、それに伴う追加コストを PPA に基づく供給不履行に伴う損害賠償の予定条項に
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より補填することによって、当該停止による損失を回復することができるか？ 

本件水素プロジェクト及び同プロジェクトへの出資は、単一水素オフテイカーにの

み依存する場合、リスク（本件水素プロジェクトのプラントの存続期間中に水素オ

フテイカー業者が廃業するリスク）に晒されることになる。従って、船舶により水

素を輸送する能力を備えることで、より幅広い潜在的な顧客層に対し輸送が可能と

なり、ひいては当該リスクを軽減し得る。 

 

ケース２：着床式洋上水素プラント 

１）契約ストラクチャー 

ケース１と同様。 

２）電力の購入手段 

ケース１と同様。 

３）水素の販売方法 

ケース１と同様。 

４）プロジェクトリスクの分析 

(1) ケース１と同様。 

(2) 追加事項として 

洋上風力発電所の存続期間が、水素プロジェクトプラントの最適条件下における存

続期間をカバーできるか否か。また、本件水素プロジェクトプラントは、その位置

が固定された場合、その移動には不経済なコストが発生するため、他の洋上風力発

電所への移設はできなくなる。 

 

ケース３：陸上水素プラント 

１）契約ストラクチャー 

(1) ケース１と同様。 

(2) この陸上の選択肢は、洋上プラントの（陸上プラントとの比較における）経済的

かつ実務的な実現可能性を評価するために、洋上水素プロジェクトとの比較的な

見地から検討されるものである。 

２）電力の購入手段 

(1) ケース１と同様－トーリングモデル又は販売モデル。 
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(2) 現地に根付いた末端消費者にとっては、陸上設備がその近くに設置され、製造さ

れた水素はパイプラインを通して輸送されるため、陸上プラントの選択肢は、よ

り安定的なしたものとなる。これの欠点としては、単一の顧客への取引に固定さ

れることによるリスクの増加が挙げられる。ただし、洋上設備が港湾近くに設置

された場合、水素（又はアンモニア）は船舶を通してより幅広い顧客層への輸送

が可能となる。 

３）水素の販売方法 

(1) ケース１と同様。 

(2) グリーン水素を現地の陸上の業者等に（パイプライン経由で）売却 

(3) 又は 港湾設備が利用でき、かつ、船舶で水素を輸送する経済合理性が認められる

場合、船舶で水素プラントから水素を輸送し、グローバル市場で売却 

４）プロジェクトリスクの分析 

(1) ケース１と同様だが、海洋環境リスクは存在しない。 

(2) 陸上設備が港湾から遠い場合、パイプラインでの輸送が唯一の輸送手段となるた

め、パイプライン及び船舶での輸送のオプションと比較すると、潜在的な顧客層

による市場規模は限定される。一方陸上設備については事業用地確保、地域住民

との建設合意形成、河川水、地下水等陸上の水資源に依拠することからくる環境

問題、これらが複合的に関わり工期が長期化する問題等がある。 

 

シナリオ２：水素輸送の方法による３つのケース 

ケース１：既存天然ガスパイプラインへの注入 

１）契約ストラクチャー 

(1) 洋上水素プロジェクト設備を天然ガスパイプラインに連結させることは、既に互

いが近い距離に設置されている場合でない限り、実現可能性が認められないおそ

れがある。 

(2) 陸上水素プロジェクトの場合、規模の大きい業者の近くに設置できるという柔軟

性があるため、輸送に関するリスクを最小限に抑えることができる。 

(3) いずれの場合でも、水素と天然ガスの混合の割合が、パイプラインの鋼製ケーシ

ングに水素が吸収されることにより天然ガスパイプラインが脆弱化しないレベル

に保たれるようモニタリングする必要がある。水素と天然ガスの混合については、

天然ガス供給事業者と合意する必要がある。 
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(4) 既存の天然ガスパイプラインの現所有者との間で、パイプラインの容積容量につ

き合意された数量を定めた長期リース契約を締結するか、又は、当該資産を取得

し、洋上水素プロジェクトプラントの一部に構成することが考えられる。 

(5) 所有者は一社のみ又は複数の可能性があり、洋上風力発電所、水素プロジェクト

プラント及び既存パイプラインのすべて又はそのいずれかを所有する。 

２）電力の購入手段 

ケース１と同様。 

３）水素の販売方法 

(1) ケース１と同様。 

(2) 洋上水素プロジェクトのケースにおいて洋上天然ガスパイプラインへの連結が制

限される場合、代わりのオプションとして、水素輸送用にカスタマイズされたパ

イプライン又は船舶への直接の積み出しが要求される。 

(3) 水素販売のためのスポット市場が成熟することにより、水素価格の上昇によって

利益を享受できる可能性が広がる。もっとも、長期のキャッシュフローの確実性

を確保するために、長期売買契約において売却される水素の最低取引数量に関す

る条件が貸付金融機関によって課されることにより、こういった柔軟性は制限さ

れることが見込まれる。 

４）プロジェクトリスクの分析 

(1) 既存天然ガスパイプラインと将来のグリーン水素製造・保管との技術的互換性の

有無、すなわち、既存天然ガスパイプラインの技術を、グリーン水素製造・保管

のために適用することができるか否かがポイントとなる。例えば、水素を通すこ

とにより鉄製パイプがもろくなったり、金属部分に水素が染み込むこと等に伴う

問題点が報告されている。 

(2) 水素プロジェクトは、輸送オプションにつき柔軟性が確保されなければならない。

仮に、洋上又は港湾付近に設置された場合、パイプラインでの輸送の他に、船舶

での輸送の選択肢もあり得る。 

 

ケース２：水素用パイプラインの新設 

１）契約ストラクチャー 

ケース１と同様。 
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２）電力の購入手段 

ケース１と同様。 

３）水素の販売方法 

(1) 専用のパイプラインを通した販売は、顧客層の多様性を制限することになる。か

かる選択肢を取る場合、顧客又は当該パイプラインにアクセスする顧客は、投資

家への所定のエクイティ・リターンを確保し、貸付金融機関によるデューディリ

ジェンスに耐えられるだけの十分な数が必要となる。 

(2) もし、パイプラインを陸上に通す場合、その土地の権利並びにパイプライン建設

及び O&M のための許認可につき検討する必要がある。 

(3) 水素の販売は、製造過程においてグリーン水素を必要とする水素消費者である現

地の業者に対して行うことが見込まれる（グリーン水素が既に陸地に持ち込まれ

ている場合、水素プロジェクト設備の場所次第では、船舶への積み出しやパイプ

ラインを経由させる意味がない）。 

４）プロジェクトリスクの分析 

(1) 水素パイプラインは、洋上風力発電＋水素プラントが他の場所に移動される場合、

利用価値が未定となる一般的な資産となる。 

(2) グリーン水素が陸地の現地業者に独占的に売却される場合、グリーン水素のグロ

ーバル市場における水素価格の上昇による利益を享受できない。仮に、港湾付近

に設置された場合、船舶での輸送を選択する場合、より幅広い潜在的な顧客層と

の取引の可能性が広がり得る。 

(3) 本件水素プロジェクト及び同プロジェクトへの出資は、近くの単一のグリーン電

力源にのみ依存する場合、リスクに晒されることになる。 

(4) 本件水素プロジェクト及び同プロジェクトへの出資は、単一の現地オフテイカー

にのみ依存する場合、リスク（本件水素プロジェクトのプラントの存続期間中に

現地業者が廃業するリスク）に晒されることになる。 

(5) その他のプロジェクトリスクは、ケース１で記載されている通り。 
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ケース３：市場まで（液体で）運ぶための商船への洋上での積み出し 

１）契約ストラクチャー 

ケース１と同様。 

２）電力の購入手段 

ケース１と同様。 

３）水素の販売方法 

ケース１と同様。 

４）プロジェクトリスクの分析 

(1) ケース１と同様。 

(2) アンモニアへの転換及びより幅広い顧客層への液体での船舶輸送の実施可能性に

ついては今後要検討。 

 

7.2.3 結論 

１）浮体式洋上水素プラントの事業モデル 

最も柔軟性があり、かつ、魅力的な組合せは、以下の通りである。 

 

(1) 以下のいずれかの方法で水素を販売する洋上水素プラットフォーム 

 

• 水素を市場まで運ぶ商用船舶への積出し 

• 水素プロジェクト設備から経済的距離の範囲内にあり利用可能な既存の天

然ガスパイプラインを経由した積出し 

(2) グリーン水素を製造するために使われる（上記プラットフォーム近隣に建設される）

洋上風力発電所とのインテグレーション 

 

チャーター又はトーリングモデルによれば、水素売買に伴う輸送リスクを末端消費者

である顧客に転嫁できるため、浮体式設備の所有に係るリスクを低減することができ

る。 

洋上風力発電所及び水素プラットフォームが世界の異なる場所に移設される場合にお

いては、浮体式水素プロジェクトに優位性が認められる。さらに、浮体式設備は遠浅

以外の海域へ移動することが可能であるため、浅瀬にしか設置できない着床式プラッ

トフォームを使った水素プラントに比べ、より幅広い市場の開拓が期待できる。 
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浮体式水素プロジェクト及び浮体式風力発電所に関して、いずれの資産も積極的な市

場開拓による利益を享受するために、他の場所に移設することが考えられる。具体的

には、グリーン水素を製造するためのより収益性の高い水素市場に近い場所に移すこ

とにより、水素を最終目的地まで運ぶ船舶の輸送コストを下げることができる。 

両資産の移設のオプションにも重要なリスク低減効果が認められる。すなわち、不安

定な政治体制の影響を受ける市場又はグリーン水素が（もはや）適正に評価されない

市場から両資産を遠ざけることができる。 

本件プロジェクトは、その法域を変更することにより、政府補助金及びより有利な税

制優遇措置を受けられる可能性が広がり得る。 

かかる柔軟性により得られる直接的かつ有益な効果としては、貸付金融機関により長

期の売買契約又はトーリング契約が要求されることが見込まれるプロジェクトファイ

ナンスによる制約による問題はさておき、水素の販売契約はそこまで長期のものであ

る必要がないという利点にある。30 年以上の水素販売契約を確保した上で水素プロジ

ェクトの資産の所有者が反対当事者であるオフテイカーのリスクを取らなければなら

ないケースとは異なり、オフテイカーが債務不履行に陥り水素販売契約が失効した場

合でも、当該所有者は、その水素プラントを別の場所にいる新たな顧客の元に移設す

ることができる。これにより、当該所有者は、伝統的にカントリーリスクとされなが

らも潜在的にリターンのより高い水素販売が可能な国々に進出することが可能となる。 

 

上記のオプションは、プロジェクトファイナンスが模索される場合、慎重な検討を要

する。伝統的に、プロジェクトファイナンスにおける貸付金融機関は、長期に渡り安

定したキャッシュフローを確保するために、長期の売買契約を要求する。また、貸付

金融機関は、異なるリスク特性があってプロジェクトが進むにつれてオペレーション

の停止等があり得る新たな法域にプロジェクトが移設されることに難色を示すことが

考えられる。貸付金融機関としては、とりわけ自己の担保パッケージが移設によって

悪影響を受けることのないよう、新たな法域の法体系や法制度だけでなく、新たなオ

フテイカーの信用力を評価しなければならない。 

 

２） プロジェクトファイナンスストラクチャーの可能性 

グリーン水素のグローバル市場は、この先数十年で巨大な市場に成長することが見込

まれる。グリーン水素のグローバル市場は、LNGのグローバル市場のように大きく成長
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する可能性があり、将来的にはその規模を超える可能性すら秘めている。 

 

グリーン水素プラントはその規模において非常に大きなものとなり、プロジェクトコ

ストの借入れを行う際に利用できる魅力的な資産となる。昨今のグリーン化社会及び

目前に迫る世界規模でのエネルギー転換により、グリーン水素プラントは、その存続

期間（30 年、40 年あるいは 50 年）中において、重要な地位を占めることになるもの

と考えるのが合理的である。従って、（浮体式）水素プラントがその存続期間中に不良

資産となる可能性は極めて低いものと考えられる。 

 

浮体式洋上風力発電所及び浮体式水素プラントの併設は、事業における柔軟性及びリ

スク軽減の観点から効果的と考えられる。 

もっとも、現時点においては、その市場はまだ成熟しておらず、水素に関して取引可

能なグローバル市場は存在しない。 

 

３） 次回の事業モデル検討において解決すべき論点 

(1) プロジェクトファイナンスを行う銀行は、以下の事項に関して、リスクの評価及び

解決策の検討の段階から関与すべきである。 

(2) 併設された浮体式洋上風力発電所及び浮体式水素プラントは、その存続期間中に他

の国（沖から遠く離れて移設される場合には、関連国の管轄外の水域）に移設され

る可能性がある。 

(3) それに伴い、プロジェクトの所有者は、グリーン水素の販売に関して５年程度の短

期契約を締結するか、又はその全部又は一部をグローバルのスポット市場において

売却する可能性がある。 

(4) プロジェクトが新たな場所に移設された場合、貸付金融機関又はプロジェクト会社

に対するスポンサー・サポートが必要になる。 

(5) トーリング又はチャーターベースのストラクチャーに対する市場の需要。 

(6) FSRUプロジェクトとの類似点及び相違点を検討するに、FSRU プロジェクトは、チャ

ーター又はトーリングスキームに基づく契約終了時支払金がプロジェクトコストの

25%前後であることからプロジェクトの移設を行うのにちょうど足りるため、移設が

可能であり、一般的にプロジェクトファイナンスは組成されない。FSRUプロジェク
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トにおいて、貸付金融機関は、一般的にプロジェクトファイナンスによるリスクを

取らず、企業保証ベースでの貸し付けが行われる。 

 

技術的な観点からは、液化した水素を船舶で輸送することが最大の課題であり、現時

点ではまだ事業において確立された技術とはなっていない。次回の事業モデル検討に

おいてこの点につき考察できれば望ましい。これは、多くの事業者が理解し、予測し

たいと考えるグローバル規模の課題である。 

もっとも、J-DeEPの会員会社による浮体式水素製造設備に関する構想は、 

海外市場に於いて事業性の自由度を高めるためには安価な水素運搬船やアンモニア運

搬船の建造方法について検討をしておく必要がある。 

より簡易な輸送方法を模索する上では、水素プロジェクトプラントの経済的実現可能

性を強化させるアンモニア設備の併設によるメリットも検討に値するであろう。 

 

 

7.3  ストラクチャーの基本モデルパターン 

 

モデル１： 
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モデル２： 

 

モデル３： 
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モデル４： 
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第 8章 洋上水素製造プラントの経済性の検討 

 

8.1 本章の目的 

本章では洋上水素プラント事業の経済計算と事業性初期調査を行った。 

1） 経済計算を行う上で前提条件を想定することが出発点になる。そのうえで Cash Flow

モデルを作成し経済性を評価する。 

2） 最重要前提条件は設備建設費、電力調達代金、水素販売代金の 3要素である。これに

加え融資対出資比率、融資長期調達金利、保守運転費用、事業期間が加わる。 

3） 更には設備建設費償却方法、法人所得税率、事業所得税免税適用の可否とその期間が

構成要因に加わる。 

4） その結果としてプロジェクト事業会社の配当利回り（Equity IRR、IRR＝内部収益率）

を導き出す。 

 

8.2 初期検討の方法 

1） ここでは一定の設定条件を固定し、設備建設費を関数として３通りの感度分析を設定 

2） 各々に対し事業期間 20年と 35年のケーススタディーを行った 

3） 結果として、水素販売代金がどのように推移するかを導き出した。 

4） Equity IRRは 15％を最低ラインと設定した。 

5） 尚以下が設定前提条件である。 

• 事業採算の判断基準 

• 設備建設費 

• 電力代金 

• 設備稼働率  

• 保守運転費 、 

• 保守運転費年間インフレ率 

• Non Dry dock 条件 

• 事業期間 

• 出資融資比率 

• 融資長期借入金利 

• 償却方法 

• 法人税率 

• 免税措置 
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各々の固定設定条件既定の根拠を以下する。 

 

• 事業採算の判断基準 

相手国がスコットランドで有り、大英帝国に属す自治国であることで、比較的カ

ントリーリスクが限定されていること、この種インフラ案件は政府のサポートが

得られるものを想定し、従って電力供給者、水素購入者の信用リスクはスコット

ランド政府の何らかの保全策が講じられるものを前提にし、加え本邦日本貿易保

険の投資乃至融資保険付保を講じる等によりかかるリスクを低減するものとする

ことから、この種類似プロジェクトでの一般的配当利回り 15％（Equity IRR）と

設定した 

• 設備建設費 

固定要因として現段階で積み上げた浮体式電解方式水素プラント設備費の不確定要

因として実際の建造時の実態や顧客から求められ要件などにより大きく差異を生じ

ると考えられる。従って Base Case に対し±２０％の感度分析を行った。。（別途ケ

ース分け条件については（＊）に後述する） 

• 電力代金 

スコットランド国際開発庁が指標としている 2030年ｋＷｈ当たり 3セントをベー

スに、本邦に於いても一般的指標とされている 2030年ｋＷｈ当たり 3円というレ

ベルからｋＷｈ当たり 3セントを使用した。 

• 設備稼働率 

生産設備は 365日一切停止せずに稼働できれば 100％稼働率を達成できる。しかし

不測の事態による一時停止、修理のための停止が想定され、100％稼働率は現実的

ではない。特に回転機器類又は係留設備関連で一時的な停止が想定される。 

設備停止は数分のものから数時間、場合によっては数日の場合も想定できる、又

一旦停止するとフル稼働に持って行くために相応の時間を要する。今回稼働率を

90％と想定した。これは年間 36.5日全くプラントが停止した状態である。時間に

すると 876 時間となり、先にも述べたように通常の停止は数時間で復旧できるこ

ともあることから 90％稼働率はかなり保守的に見た値と言ってよい。 

尚プラント設計能力年間 50000 トンに見合う電力が常時供給されることを前提と

した。 

• 保守運転費、 

現時点で積み上げによる詳細な設備費を見積る段階ではなく、あくまで概算であ

ること、保守運転には電解槽、浮体の洋上での維持、係留装置の維持、回転機器

の保守を想定したうえで設備代金の５％を初年度年間維持運転費とした。 

• 保守運転費年間インフレ率 

事業期間 20 年/35 年という期間での物価上昇が有りうることから初年度の保守点
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検費に対し年率１％のインフレ率を保守運転費に適用した。 

• Non Dry dock 条件 

船体の Non Dry Dock は 25 年を想定している。 

• 事業期間 

事業期間は 20年と 35年の 2ケースを想定する。 

洋上生産設備では海象条件にさらされることから一定の期間が経過すると造船所

に曳航して大幅な改造改善が必要になることが通例である。これを Dry Dock と

称する。しかしながら商業生産中にプラントを止め Dry Dock を行えば生産が止

まり大きな経済損失になるばかりではなく、川上側、川下側設備に対しても支障

が生じ関連事業者に対しても影響を与える。従い Dry Dock をせずに長期安定運

転ができるように建造段階で設備に対する特別な仕様を施すことが求められる、

これにより長期安定運転が達成される。これを Non Dry Dock期間と称する。大

型石油ガス洋上生産設備では 20-25年を Non Dry Dock 期間の目安としているこ

とから本件では 2案のうち一つは 20年の事業期間を採用した。 

一方で通常電力事業のようなインフラ事業は 30年―40年の事業期間を想定するこ

とがあり得る訳でさらに電気分解用電力は洋上風力発電により供給されることか

ら、基本的に無限に供給できる資源であり、化石燃料のより枯渇すると言うケー

スは考えにくい。このため、より長い事業期間で経済性を高めることが検討しう

る。前述のように設備の Dry Dockを 25年目に行う必要があるがそれを行ってで

も経済性を持たせる方策が検討されうる。 

• 出資融資比率 

主にプロジェクトファイナンスで事業を推進する場合、融資者が事業を評価する

基準の一つとして事業者が事業に対し如何ほどコミットしているかを判断する。

その最大の指標は事業者が出資金をどの程度拠出するかにより判断できる。通常

の指標としては事業費に対し 30％の出資金を拠出することが一般的とされる。但

しインフラ関連案件では政府のサポートが期待されることに鑑み 30％まで求めな

いケースもある事から本件では事業者出資金を２５％と設定した。 

• 融資長期借入金利 

融資期間は民間銀行が一般的に供与できる最長期間のレベル 14年と想定した。 

プロジェクトの採算を固定するためには借入金利を長期間固定する必要がある。 

融資銀行は LIBOR ベースの長期変動金利を指標金利として公表しているがこれは

変動金利である。本プロジェクトでは契約時期は 2027年度としているがあくまで

想定段階であることから固定金利を割り出すためにも現行 LIBOR 金利から積み上

げていく必要がある。 

従って現行 14年 LIBOR金利 1.7%＋契約時期の金利上昇に対するコンティンジェン

シー＋変動金利から固定金利に切り替える金利スワップ率＋案件に対するプロジ
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ェクトファイナンス銀行リスクプレミアムを加え年率 7.7％とした。 

金利スワップは将来の固定収入に対し支出を固定し従って採算を確定することを

目的とする。 

• 償却方法 

定額償却 20 年を便宜的に設定した 

• 法人税率 

現行スコットランド法人税率は 19％のところ 2023 年から 25％に引き上げられる

ことが決まっているため事業会社への法人税率を 25％と設定した 

• 免税措置 

             再生可能エネルギー関連事業促進の為政府の法人面字措置を事業開始後 5年

間適用されることを想定した。 

 

以上に対し固定要因として現段階で積み上げた浮体式洋上水素プラント設備 611 億円であ

る。 

現時点で設備費の不確定要因として実際の建造時の実態や顧客から求められる要件などに

より以下のような点でコストに大きく差異を生じると考えられる。 

設備費のケース分け条件 

 現時点の資機材価格と稼働する時期の 2030年頃の資機材価格の差異 

 技術革新による水素電解装置の今後予想されるコストダウン要因 

 スコットランド含めプラント・モジュール化建設場所 

 船体建造場所(造船所) 

 現地海象条件における海上工事費用の不確定要因 

 予備品の必要量 

 プラントの契約方法（Lumpsum 方式乃至 Cost Plus 方式）  

 

従って Base Caseを 661億円に対し±２０％の感度分析を行っている 

 

8.3 経済性試算 

8.3.1 感度分析を 下記の３ケースに設定した。 

表 8.2.1 設備建設費と感度 （換算レート JPY115/USD） 

感度レベル 
建設費 

（億円、JPY） 

建設費 

（MMUSD） 

＋20％ 733 637 

Base Case ０％ 611 531 

－20％ 489 425 

出典：J-DeEP作成 
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３）水素販売価格の評価 

• 日本の経済産業省が 2030年に期待する水素販売価格は 330円/Kg（30円/Nm3 ）、が目標

価格となっているため、試算結果を考察してみる。 

 

ケース A （表 8.3.3.1） 

531MMUSD で償却 20年、電力購入価格 3￠、水素販売価格が 483円/ｋｇとなった。 

前述目標価格よりも＋159円 となり水素販売代金の原価は改善が必要である。 

 

ケース B （表 8.3.3.2） 

531MMUSD で償却 35年、電力購入価格 3￠、水素販売価格が 467円/ｋｇとなった。 

前述目標価格よりも＋137円 となり水素販売代金の原価は改善が必要である。 

 

上記の通りプラントの事業期間が 20 年と 35 年では水素販売価格に 16 円/kg しか違いが無

い。設備費の償却年数より電力購入価格の影響が大きいことを示している。 

 

  

8.3.4 事業性試算（目標水素価格を定めて IRRを算出）  

１）水素価格を２ケース（430円、330円）に於いて、更にそれぞれ事業期間 20年で初期

経済性評価を行い、それに応じて IRRがどのようになるかを導き出した。 

２）計算手法は上記諸条件を Excelによる Cash Flow sheetを作成し Goal Seek手法によ

り、IRR を算出した。条件として、電力単価を 1￠/ｋWh～５￠/ｋWhとし、1￠間隔で

試算、プラント建設費は 531MMUSDに対し感度レベル 0％、+20%、－20％、－25％とし

た。 

 

結果を表 8.3.4.1 と表 8.3.4.1 に示す。又、グラフにすると図 8.3.4.1 と図 8.3.4.2 とな

る。 

尚、本章で試算した詳細は、添付資料を参照して下さい。 
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図 8.3.4.1 水素販売単価を 430 円/kgとした場合、 

設備費と電力単価の一般配当利回り（IRR）への影響 

 
出典：J-DeEP 作成（データ表 8.3.4.1） 
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• 電力価格は 3￠/kWh以下で契約する。（水素１Nm3 の生産に電力を 5kwh必要である。）水

素販売価格 30円/Nm3 の内電気コストを半分とすれば、15円/5kWh ＝3円/kWh となる。

これ以上は事業性を著しく悪化させる。 

• 特にここで純粋に商業的試算を行ったが、2050 年のカーボンニュートラルに向かった各

国政府の政策、環境意識の高まりなど社会的評価の向上などは含まれていない。 

• 技術的な進歩も予想の範囲で計算されている。 

• 実際のＰＪでは、ここで条件とした以外に関係要素が多数あると推察される。一概に厳

しい試算とは言えない。 

 

（２）改善策  

この試算で当初示した、設定前提条件が有る。各項目について関係者が改善策を

考えてみる。 

 

(a) 水素事業者の改善策 

• 事業採算の判断基準 

IRRを判断基準にすると 10％±5％にあれば良しとする。 

副収入の確保にもなる他の事業との総合判断も在りうる。例えば、数力発電との

連携事業、酸素の販売、漁業との協業など 

• 設備建設費 

浮体とプラント、及び据付までのコストダウンを図る。 

浮体は設置海域に近い造船所で建造する。中古船の改造の可能性を探る。 

プラントはモジュール化を推進し、規格化による生産性の向上でコスト段を図る。 

需要が多い地区ではモジュール専用工場で出来るだけ連続生産にする。 

専用部品の規格化も進める。 

• 設備稼働率 

•  本モデルでは稼働率を 90％としている。現状ではこれ以上の向上は望めない。前

項のように余剰電力を使う場合の稼働率を向上する方策を考えた方がモデルの稼働

率向上にもなる。 

• 電解装置の電解効率の向上 

• 電解に必要な理論電力は 3ｋW/Nm3 –H2 であったが、工業的に必要な電力は５ｋ

W/Nm3 –H2としている。その差分はプラントを運用するために必要な電力であり、

削減の余地がある。例えば、4.5ｋWh/Nm3 –H2 に効率が向上すると事業性に大きく

貢献する。 

 

• 保守運転費  

プラントの遠隔、自動制御システムを構築する。 
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各装置、部品は長寿命の物を採用する。 

アンカー等は疲労、摩耗を考慮して材料等選定する。（建造時の安さで選ばない） 

• 保守運転費年間インフレ率 

人件費の向上はやむを得ない。 

インフレ率に影響する消耗品価格の上昇は抑える。その為には 

• Non Dry dock 条件 

ドックインが不要な浮体を建造することが重要である。 

ドックインすると水素生産がとまる、アンカー等の取りはずし、電力ケーブル、

水素 PL の取り外し作業が生じるため、コストが発生する。 

海洋生物の付着対策を講じておく。生物が付かない。付いた生物は海上で除去す

る。 

• 事業期間 

IRRは期間が 20 年より 35 年の方が良い。 

設備の長寿命かと保守作業による延命管理する。 

風力発電の事業期間も考慮してプラントの事業期間を考える。 

• 償却方法 

定額償却 20 年以外の方法を調査、変動（定立）償却の検討 

創業時の水素単価が高いうちに設備償却を進めておく。 

 

(b) 風力発電事業者と水素事業者の双方が協力してできる改善策 

• 電力代金 

風力発電事業者との長期契約による単価の低減 

余剰電力の活用促進、その為には電力の安定受電のシステムの構築が必要 

例えば、周辺（北海）の複数のウィンドファームからの受電することで、変動幅

を小さくする。その為には多国間の電力需給状況を共有して最適化を図りつつ、

余剰電力を集める制御システムを構築する。 

• 共同事業体 

電力の需給関係では利益相反になるため、両者の共通の利益の為、事業体を一体

運営する。 

 

(c) 政府、金融機関が出来る改善策 

• 法人税率 

法人税率の低減、又は一定期間の免除。例えば、現行スコットランド法人税率は

19％のところ 2023年から 25％に引き上げられるが、グリーン事業などは据え置き

とする。（地方税は無いのか？） 

• 免税措置 
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設置海域が領海外であれば、法人税、消費税（再輸出扱）などすべて免税にする。 

こうすると、陸から遠い領海外の開発が促進される。 

• カーボンプライシス（炭素税、温対税）の適用拡大、増税 

競合する化石燃料、それを原料とする水素について CO2 の排出の規制強化と炭素

税の適用拡大とカーボンプライシス制度の適用。 

• グリーン水素価格への支援として FIPの適用 

再生可能エネルギーの普及に貢献した FITや次の FIPの適用。FIPのプレミアムの

財源はカーボンプライシスの収入を充てる。 

• 出資融資比率 

出資しやすい制度の構築、グリーン投資には配当への免税制度をつくる。 

例えば、NISA のような制度でグリーン投資は全て対象にする。所得税の源泉徴収

をせず、配当を全額株主に還元する。（株主の法人税、所得税も免除する） 

• 融資長期借入金利 

政府系銀行などがカーボンニュートラル特別融資制度を設立して、低金利の基金

から借りられる制度を構築する。 

• 水素インフラの公共事業による建設 

将来の水素社会に必要となる海底水素専用パイプラインを陸上の道路と同じよう

に政府が建設し、多数の水素事業者が水素の送ガスに利用できるようにする。費

用はガスの量に課金することで建設費を回収しつつメンテナンスも行う。陸上に

有料自動車道路と同じ考えである。 

 

 

8.4 今後に向けての経済性改善策 

令和 3年度の FS により判明したことを抽出して、それらを中心にＦＳを深化させること

で経済性向上、事業化の道筋を確立する。令和 4 年度はこれらを見極めその上で令和 5 年

度から実証実験への道筋を立てることが現実的であると現状評価している。 

 

8.4.1 プラント設備代金 

    トップサイド水素プラントのモジュール化を採用して一層コンパクトにすることで浮

体の面積、容積削減を図り抜本的コストダウンを図る。このため、トップサイドに関する

ＦＳは大型ＦＰＳＯの建造実績を持ちモジュール工法や保守運転に関与した実経験を持つ

プラントエンジニアリングコンストラクターに引き続き検討を加速させる。 

又、海外の電解槽メーカーも含めコスト評価により設備価格低減を目指す。 

 

8.4.2 製品水素の取り扱い 

スコットランドコンサルよりは既に同国では既存天然ガスパイプラインに２０％まで水
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素を混入することの技術検証がなされており、又水素混入天然ガスを家庭用調理、暖房器

具乃至地域暖房用発電燃料としてそのまま利用できる市場性も検証されているという。従

って、天然ガスパイプラインへの混入により陸揚げした水素は分離する事無くそのまま燃

料用として利用するビジネスモデルの具合化道筋を構築する。 

 

 

8.4.3 Carbon Pricing 

既存法で水素を製造するにはメタンを分解して水素を取り出す方法が採用されるが副産

物として二酸化炭素を発生する。 

ＣＨ４＋Ｈ２Ｏ――＞ ４Ｈ2 ＋ＣＯ２  

アイルランドが 2010 年に導入し Carbon Pricing は 20EUR/ｔ-CO2（2600JPY/ｔ-CO2＠

130JPY/EUR）であった。今後は温暖化対策として増額されると見られている。 

本邦では「地球温暖化対策のための税（温対税）」と言われ現在の税率は、289 円/ｔ

-CO2 と極めて低いのが現状であり、今後の増税が議論されている状態である。 

本件では洋上風力発電電力から水素を製造する完全なグリーン水素であるため、メタン

原料の水素に課せられるであろう Carbon Pricing（価格コスト）を割り引いて経済評価す

ることが検討できるはずである。従ってスコットランドにおける Carbon Pricing 制度を精

査し経済評価に織り込むことで事業者にとり魅力ある事業に仕上げることを目指す。 

 

8.4.4 メタンベース水素製造とのプラント建設費比較 

グリーン水素製造のプラントコストと メタンベースの水素プラントに二酸化炭素回収、

貯蔵、処理設備を加味したプラントコストを比較することで同等の経済比較が可能になる

のでこの点も評価に織り込む。 

 

8.4.5 購入電気価格と供給電力量 

経済性に最も大きな影響を与えるのが購入する電力価格であることが今回のＦＳで検証

されている。 

電力事業者が余剰電力を水素事業者に供給するか、あるいは一定の量を確実に水素事業者

に供給するかにより電力価格が異なることが予想される。 

又前者は供給電力が変動しプラント稼働率も変貌することからプラント側に支障が生ずる

可能性が高いが後者は水素プラントの安定操業が確保できる。 

一方水素プラントの安定稼働と水素需要家（今回の場合はパイプラインガスとの混合ガス

を前提）への安定供給が事業性を左右する。 

こうした問題を整理するためには実際に発電事業者と交渉することで現実的解決策を模索

する必要がある。今後のＦＳで良く検討していく必要がある。 
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8.4.6 事業投資に対する政府補助金制度 

ＥＵでは再生可能エネルギー事業では未だに技術的課題がありながら経済性を高め事業

を促進する為政府により投資補助金制度を行っている。スコットランドでも同様の適用が

出来ないか調査を行いそれにより投資家をより多く呼び込み早期に事業判断を目指したい。 

 

以上のように多くの課題が存在しているが、それぞれの改善策も考えられるので、次の

調査研究で実際の事業を念頭にした経済性試算を含めた整備すべき事業環境の検証を行い

たい。 
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第 9章 エネルギー起源 CO2削減効果の試算 

 

9.1 本章の調査目的及び方法 

CO2 削減の比較対象はブルー水素とする。 

削減量は本プラント（300MW）で生産されるグリーン水素量と同量のブルー水素をメタンか

ら生産される時に排出される CO2 量を比較する。 

 

9.2 水素の種類 

水素には生産方法、及び発生した CO2 の処理により、グレイ水素、ブルー水素、グリーン

水素と呼ばれるものがある。シーメンス社の資料を参考に添付する。（図 9.2.1 図 9.2.2） 

 

図 9.2.1 水素の生産方法による分類 

 

出典：シーメンスガメサ 
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図 9.2.2 水素生産における CO2 排出量 

 
出典：シーメンスガメサ 

 
9.3 洋上風力で生産される水素 

本調査では洋上風力発電の電力を用いているため、グリーン水素に分類される。 
グリーン水素は生産過程で CO2 を排出しない、最も良い方法である。しかし、大量の再生

可能な電力が必要である。しかも、現状では水を電気分解する水電解装置の規模がまだ小

さい為、水素の大量生産は行われていない。 
将来可能となった場合（2030 年頃推察）に洋上で水素生産が技術的、経済的に可能であ

るかを検証し、解決すべき課題を抽出している。 
 
本章では、商業ベースのプラントが建造され、操業を行った場合の効果を示すことにす

る。 
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下記の計算のように非常に大きな GHG 削減効果が期待できるため、課題を解決して実現

すべき技術システムと評価している。 
 
9.4 CO2削減量、本事業による効果 

 

9.4.1 ブルー水素との比較 

メタンを改質したブルー水素と本システムのグリーン水素の生産過程で排出する CO2 を

水素原単位（１ｔ）当たりで比較する。 

 

9.4.1.1 グリーン水素の生産に伴う CO2排出量 

風力発電からの水素生産システムでは化石燃料を全く使わないことができるため。 

本システムで生産された水素１ｔ当たりのＣＯ２は０ｔ 

理由（商用運転時） 

 電気分解の電力、プラント運転の電力共に可動中の風力発電を利用する。 

 輸送船の燃料も、将来的には水素燃料とするエンジン又は燃料電池船とすることが可

能。 

 非常用発電機も生産した水素で燃料電池を可動させることが可能。 

 

9.4.1.2 ブルー水素の生産に伴う CO2排出量 

  天然ガス（ほぼメタン）を原料とする場合、分子を分解し水素を取り出す。伴って

CO2 が発生する。CCSや CO2 を原料として利用する産業もあるため、実際の排出量は処

理や活用上場によりかなり幅が有る。 

メタンを改質した水素１ｔ当たりの CO2 が 11ｔ発生する。 

更に、NGの生産、輸送、改質のプロセスでも CO2が発生するので、過程も含めて CO2 の

発生を抑えることが重要である。 

理由 

 メタン（ＣＨ４）の改質では、水素 2分子（Ｈ４⇒２Ｈ２）であるが、同時にＣＯ２

が 1分子できる。 

 

 分子量比で ２H2：CO2＝4：44＝1：11（原子周期表、原子量より） 

 

更に改質プロセスの為のエネルギー消費分も加算される。 

 しかし、一部でもＣＣＳ（地下埋設）する場合は大気への排出量は削減される。一方

で CO2 の加工（液化等）、船舶輸送、圧入に要するエネルギー消費の CO2分が加算され

る。 

ブルー水素はグリーン水素の生産が需要を満たすまでの過渡的な活用を前提にすべき
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ものである。 

 

9.4.2 本プラント導入による CO2 の削減量 

浮体式水素製造プラント）1基に付き CO2を 55万トン/年削減することになる。 

 

表 9.4.2.1 洋上風力電力によるグリーン水素生産で見込める CO2削減量 

（電解装置 300MW 搭載のプラント１基/年） 

 

範囲 対象 水素生産 CO2 削減量 備考 

水素プラント 単基 5万ｔ/年 55万トン/年 300MW電解装置/基 
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総  括  

 

スコットランドにおける洋上風力電力による洋上浮体式水素製造プラントの技術検証と事

業化初期調査の目的に向かって各章で調査し決定した結果について、改めて纏めてみるこ

とにする。 

 

第 1 章、 洋上風力発電の国の政策目標等を調査し拡大について確認した。スコットラン

ドを含む欧州のキャパシティが４５０GW に上ることから、洋上で直接電力を受けて水素を

生産するだけの電力量は十分にあると確信した。電力価格は洋上風力の事業規模と風車の

大型化等で単価が下がり、2030 年には日本円で 3～4 円/kwh と予想されている。又、水素

の市場について、世界の政府が 2050 年カーボンニュートラルに向けて水素需要は急拡大し、

欧州だけで 1000 万トンが見込まれている。よって、北海上で水素を生産しても十分に需要

が有ることも分かった。水素単価は 2030年の価格はスコットランドで 2.3£/kg（345円/kg）、

或いは世界的には 2.5USD/ kg（288 円/ kg）、日本の目標は 330円/ kgのレベルになること

も分かった。この価格帯をターゲットに事業の経済性を考える事になる。 

 

第 2 章、プラントの諸条件を設定する作業を行った。先ずは事業性に関係する要因の分析

を行い、それぞれについて条件設定を行った。事業の対象とするウィンドファーム（WF）

の規模は WFの実績、認可済から将来計画までの案件情報から傾向を導き出した。その結果、

最新の入札結果も１GW超の浮体式発電が落札しており、本調査の WFの発電設備規模は１GW

とした。プラントの稼働率が 90％見込める電解装置の規模は 300MW とし、電力受電条件は

風車と同じ AC66kVとした。安定操業できる「安定部分電力型」を想定することにした。又、

生産した水素は北海の天然ガス（NG）の海底パイプライン（PL）に混入することにし、混

入率は 20％で送ガスできるかを確認した。 

 

第 3 章、プラントメーカーに初期の技術的検討、プロセス設計などを依頼した。当初より

将来を見据えて規格とコストダウンしやすいモジュール化を考えており、前章で設定した

条件の水電解装置 300MWを、100MWのモジュールに分け、3系統とすることにした。今後大

型プラントを計画する場合にも、100MW モジュールを基準にしてもらえれば初期計画が容易

になるであろう。 

尚、300ＭＷのプラント稼働率 90％を想定しており、水素生産量は年間で約 50,000ｔ-H2/
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ｙである。 

プラントのブロックフロー図、プロセスフロー図、機器リストを作成した。浮体に搭載す

る時の配置を図にして、モジュールの寸法を決定した。 

 

第 4 章、電解装置の洋上環境での評価を行い、技術課題を整理した。先ず、電解方式の種

類及び国内外のメーカーと、浮体に搭載する場合の課題を抽出し、PEM方式を選定した。 

調査の過程で、ワーキンググループのメンバーは、既に太陽光発電の電力で水素の生産の

実証実験を行っている 2 か所「そうま IHI グリーンエネルギーセンター」及び「福島水素

エネルギー研究フィールド」を視察し参考にした。 

 

第 5 章、浮体の検討を行うに当たり、先ず現地海域の条件を調査し、スコットランド沖の

北海に想定海域を設定した。この海域は風力発電の計画地域で、且つ天然ガスの海底パイ

プラインが多数設置されているため、当調査として最適とした。この海域の海象と風況を

調査しての波浪の影響を把握したうえで浮体の基本仕様（サイズは全長 273ｍ×幅 45m）を

決定した。 

 

第 6 章、係留方式については、想定海域に適した方式として多点係留方式とし、海象条件

が更に厳しい場合の 1点係留方式について各種事例など調査した。今後、1点係留方式が使

われる場合の多くの課題が考えられるので技術開発の必要性を指摘した。 

 

第 7章、事業モデルとして４通りのストラクチャーを検討した。 

モデル１：トーリングモデル。モデル２：チャーターオプションとトーリングモデル。 

モデル３：販売モデル。モデル４：チャーターオプションと販売モデル。 

事業モデルには柔軟性が有り、実際の事業で関係者の利害を調整して決定が可能である。 

 

第 8 章、経済性の検討をした。水素コストの大きな要因は、プラントの建設費（設備費）

と電力価格でほぼ決まる。プラントについては固定費であり、当初の建造費を低減する技

術的開発が必要であり、モジュール化を始め建造場所や機器の調達等の工夫も必要である。

電力価格については、経済的に１ｋWh 3 円程度に押されることが必要である。更に、政府

による税制優遇、カーボンプライシング政策、投融資の優遇策などの経営環境整備を行う

ことが良い。 
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第 9 章、石油由来のブルー水素（CCS なし）と本研究のプラント（300MW 電解装置）1 基で

生産できるグリーン水素との製造過程で排出される CO2 の削減量を検討した。結果は

550,000t-CO2/基となった。 

 

結論と今後の具体策 

 

上記の総合的結果を踏まえ、令和 4 年度においては以下の各項を念頭にして事業化の道筋

を立てながら事業化調査を深化させていくこととする。 

 

１． Scotwind 洋上風力発電開札結果と、落札事業者候補へのアプローチ 

   スコットランドでは令和 4 年 1 月に洋上風力発電権益事業者入札に対する落札企業の開

発結果が公表された。結果から判断して全１７Block 中１０Block が浮体式風車登用の大水

深 Block であること、各発電事業発電量が１GW から２GW レベルと超大型で有る事から

発電コスト低減が期待される。これら事業者は一部グリーン水素転換の選択肢を持つと見

込まれ浮体式グリーン水素プラント実需が期待できる。 

 

２． 既存天然ガスパイプラインへの製品水素混入による事業性の検証 

スコットランドでは将来の水素社会基盤を想定して、家庭用ガス器具類への供給天然ガス

に体積比 23％まで水素を含めて使用できる体制を整えていることが判かっている。それに

呼応して既存の天然ガスパイプラインの仕様についても、２３％以上水素を混入しても技

術的問題がないことが検証されている。 

従って本浮体式グリーン水素プラントから既存パイプラインに送る水素の吐出圧力、繋ぎ

込み水素パイプライン、具体的既存パイプラインを想定しての事業性検討を行う。 

 

３． 総合商社との協業 

水素事業者として日本の総合商社と連携して本浮体式グリーン水素プラントの最も経済性

が発揮できるビジネス形態を導き出す。その過程として着底式プラットフォームでの水素

製造乃至現在放棄されている北海プラットフォームでの水素製造との比較検討も行う。 

４． プラントエンジニアリング会社の起用 

洋上浮体設備のトップサイドプラント建設実績を持つ専業エンジニアリング会社と連携し

てトップサイド浮体の最適化を模索する。 
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５． スコットランド国際開発庁との連携 

 スコットランド並びに英国サイドには再生可能エネルギー推進のためのクラスターORE 

Catapult ,英国 OGA(Oil & Gas Authority)等政府系組織や地場のコンサルタント会社が有

りこれら組織のサポートを得ながら、現地事業者、造船会社、組立工場等との関係を構築

しプロジェクトの具現化を進める。 

 

６． 欧州での類似洋上水素プラントの計画 

欧州では類似洋上水素プラントの計画がいくつか進んでいるが、これら構想の情報収集に

努め、本浮体式水素プラント具現化に適用できるような仕組み、政府補助金適用等の条件

を把握して織り込む方策を模索する。 

 

７． 水素マーケット需要多様化 

Scotwind 計画の総発電量とスコットランド国内（英国も含め）市場とは必ずしも、マッ

チするかは計画の具体化次第という側面があり、余剰電力を水素に変えて南欧、東欧、

北アフリカなど近隣諸国に船舶輸送するポテンシャルが存在する。本件は現状天然ガス

パイプラインに混入することを本案としているが水素マーケット多様化を図るため水素

の船舶輸送での対案を検討する。 

 

以上
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２）洋上水素製造プラント（多点係留） 全体イメージ図 
 

図３ 浮体式水素製造プラントのイメージ図（１） 

 
船首                   船尾 

 
 
 

図４ 浮体式水素製造プラントのイメージ図（２） 
 

船尾                   船首  
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２）AiP 認証（基本承認）を取得 

本「浮体式水素製造プラント」の設計について、一般財団法人日本海事協会より

Approved In Principle（基本承認）を取得。 

洋上での水素製造プラントのコンセプトが海洋構造物として成り立つことについて、

第 3者認証機関の観点からの評価を得たことになる。 
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